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一　

二
大
政
党
制
の
起
源
と
特
徴

政
治
的
原
因
に
よ
る
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
お
い
て
一
五
〇
年
以
上

続
く
保
守
党
と
自
由
党
の
二
大
政
党
制
の
歴
史
の
推
移
を
下
敷
き
に
し
て
見
る
と
わ
か
り
や
す
い
。

こ
の
二
大
政
党
の
ル
ー
ツ
は
、
独
立
当
時
の
政
治
指
導
者
で
あ
る
シ
モ
ン
・
ボ
リ
ー
バ
ル
（Sim

ón 

José A
ntonio B

olíver P
alacios, 

一
七
八
三
年
〜
一
八
三
〇
年
）
と
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
デ
・
パ
ウ
ラ
・
サ
ン

タ
ン
デ
ー
ル
（F
rancisco de P

aula Santander y O
m

ana, 

一
七
九
二
年
〜
一
八
四
〇
年
）
の
二
人
の
政
治

思
想
の
違
い
に
遡
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ま
ず
、
二
人
の
政
治
家
の
政
治
思
想
を
明
ら
か
に
し
て
み
た

い
。シ

モ
ン
・
ボ
リ
ー
バ
ル
は
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
生
ま
れ
で
、
一
八
一
九
年
に
コ
ロ
ン
ビ
ア
（
当
時
は
、
ベ
ネ

ズ
エ
ラ
と
エ
ク
ア
ド
ル
を
含
む
大
コ
ロ
ン
ビ
ア
を
指
し
、
現
在
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
領
土
は
ヌ
エ
バ
・
グ
ラ
ナ
ダ
が
正

式
呼
称
）
を
ス
ペ
イ
ン
か
ら
解
放
し
た
。
コ
ロ
ン
ビ
ア
は
、
一
八
一
〇
年
七
月
二
〇
日
、
独
立
宣
言（
注
）を
出

し
、執
政
評
議
会
（Junta de G

obierno

）
を
開
設
し
て
ス
ペ
イ
ン
国
王
の
代
理
で
あ
る
副
王
を
追
放
し
た
。
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し
か
し
、
一
八
一
四
年
の
ス
ペ
イ
ン
独
立
戦
争
後
の
一
八
一
六
年
、
モ
リ
ー
リ
ョ
将
軍
が
率
い
る
ス
ペ
イ

ン
軍
に
再
征
服
（
レ
コ
ン
キ
ス
タ
）
さ
れ
た
。
こ
の
再
征
服
さ
れ
た
コ
ロ
ン
ビ
ア
を
一
八
一
九
年
に
解
放

し
た
の
が
、
シ
モ
ン
・
ボ
リ
ー
バ
ル
で
あ
る
。
シ
モ
ン
・
ボ
リ
ー
バ
ル
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
他
、
ベ
ネ
ズ

エ
ラ
、
エ
ク
ア
ド
ル
、
ペ
ル
ー
、
ボ
リ
ビ
ア
を
解
放
し
て
、
解
放
者
（E

l Libertador

）
と
呼
ば
れ
る
。

（
注
）
ボ
ゴ
タ
市
の
中
心
に
あ
る
ボ
リ
ー
バ
ル
広
場
の
東
北
の
角
に
「
七
月
二
〇
日
博
物
館
」
が
あ
り
、
こ
の

宣
言
の
コ
ピ
ー
が
展
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
は
「
革
命
宣
言
」（A

cta de R
evolució

n

）

で
あ
る
。

一
方
の
サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
東
北
部
の
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
と
の
国
境
の
町
ク
ク
タ
出
身
の
コ

ロ
ン
ビ
ア
人
で
あ
り
、
一
八
一
九
年
八
月
七
日
の
ボ
ヤ
カ
の
戦
い
に
お
い
て
コ
ロ
ン
ビ
ア
側
の
将
軍
と
し

て
ボ
リ
ー
バ
ル
軍
と
と
も
に
戦
い
、
ス
ペ
イ
ン
軍
主
力
部
隊
を
打
ち
破
っ
た
（
こ
の
戦
勝
日
が
大
統
領
就

任
式
の
日
と
な
っ
て
い
る
）。

こ
の
ボ
ヤ
カ
の
戦
い
以
後
の
シ
モ
ン
・
ボ
リ
ー
バ
ル
と
サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
と
の
関
係
を
、
年
代
順
に
記

述
し
て
い
き
た
い
。

一
八
一
九
年
、
シ
モ
ン
・
ボ
リ
ー
バ
ル
は
、
現
在
の
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
の
ア
ン
ゴ
ス
ト
ゥ
ー
ラ
（
現
ボ
リ
ー

エ
ル
　
リ
ベ
ル
タ
ド
ー
ル
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バ
ル
市
）
で
議
会
を
開
催
し
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
、
ヌ
エ
バ
・
グ
ラ
ナ
ダ
お
よ
び
エ
ク
ア
ド
ル
（
こ
の
三
カ
国

は
一
七
三
九
年
か
ら
ペ
ル
ー
副
王
領
か
ら
分
離
し
て
設
置
さ
れ
た
ヌ
エ
バ
・
グ
ラ
ナ
ダ
副
王
領
に
属
し
て
い
た
）

か
ら
成
る
コ
ロ
ン
ビ
ア
共
和
国
（
今
日
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
と
区
別
す
る
た
め
大
コ
ロ
ン
ビ
ア
共
和
国
と
呼
ば
れ
て

い
る
）
を
発
足
さ
せ
、
大
統
領
に
就
任
し
た
。
な
お
、
エ
ク
ア
ド
ル
は
当
時
依
然
と
し
て
ス
ペ
イ
ン
の
支

配
下
に
あ
っ
た
が
、
制
度
上
は
三
地
域
に
地
域
別
副
大
統
領
を
置
き
、
サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
は
ヌ
エ
バ
・
グ

ラ
ナ
ダ
の
副
大
統
領
と
な
っ
た
。
一
八
二
一
年
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
ク
ク
タ
で
第
二
回
コ
ロ
ン
ビ
ア
議
会
を

開
き
、
ア
ン
ゴ
ス
ト
ゥ
ー
ラ
基
本
法
を
改
正
し
て
、
首
都
を
ボ
ゴ
タ
に
移
す
と
と
も
に
地
域
別
副
大
統
領

制
を
廃
止
し
て
、
サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
を
唯
一
の
副
大
統
領
に
選
任
し
た
。

同
年
六
月
二
四
日
、
カ
ラ
ボ
ボ
の
戦
い
で
ス
ペ
イ
ン
軍
を
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
か
ら
完
全
に
排
除
し
た
後
、
ボ

リ
ー
バ
ル
は
、
エ
ク
ア
ド
ル
、
ペ
ル
ー
、
ボ
リ
ビ
ア
の
解
放
の
た
め
の
戦
い
で
あ
る
「
南
方
作
戦
」
を
開

始
し
、
大
統
領
は
戦
場
を
、
サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
は
大
統
領
代
理
と
し
て
行
政
と
解
放
戦
争
遂
行
の
た
め
の

資
金
調
達
を
担
当
す
る
と
い
う
体
制
が
と
ら
れ
た
。
こ
の
と
き
、
ボ
リ
ー
バ
ル
三
八
歳
、
サ
ン
タ
ン
デ
ー

ル
二
九
歳
と
い
う
若
さ
で
あ
っ
た
。

一
八
二
五
年
に
ボ
リ
ビ
ア（
こ
の
国
名
は
ボ
リ
ー
バ
ル
の
名
前
に
由
来
し
て
い
る
）を
解
放
し
た
後
、ボ
リ
ー

バ
ル
は
自
分
の
政
治
思
想
を
強
く
反
映
し
た
ボ
リ
ビ
ア
憲
法
を
起
草
し
て
い
る
。
そ
の
憲
法
で
、
大
統
領
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は
終
身
制
で
後
継
者
を
指
名
す
る
権
限
を
有
し
、
法
的
に
は
そ
の
権
限
は
限
定
さ
れ
る
が
実
質
的
に
は
広

範
な
影
響
力
を
持
つ
と
い
う
制
度
で
あ
っ
た
が
、
米
国
フ
ロ
リ
ダ
大
学
名
誉
教
授
の
デ
ィ
ビ
ッ
ド
・
ブ
ッ

シ
ュ
ネ
ル
は
ロ
ー
マ
時
代
の
初
代
皇
帝
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
・
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
（
紀
元
前
六
三
年
〜

紀
元
後
一
四
年
）
の
考
え
た
シ
ス
テ
ム
と
共
通
点
が
多
い
と
指
摘
し
て
い
る
（B

ushnell, p.102

）。

一
八
二
六
年
末
に
ボ
リ
ー
バ
ル
が
ボ
ゴ
タ
に
帰
還
し
た
当
時
の
大
コ
ロ
ン
ビ
ア
共
和
国
は
、
長
期
の
解

放
戦
争
遂
行
の
た
め
に
戦
費
の
負
担
が
重
く
、
ま
た
そ
れ
ま
で
の
ス
ペ
イ
ン
か
ら
の
輸
入
が
途
絶
え
て
物

価
が
高
騰
す
る
一
方
、
イ
ギ
リ
ス
や
北
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
綿
製
品
の
流
入
で
地
場
産
業
が
大
き
な
被
害
を

受
け
、
国
民
の
生
活
が
悪
化
す
る
状
況
に
あ
っ
た
。
エ
ク
ア
ド
ル
は
中
央
政
府
の
重
要
ポ
ス
ト
が
得
ら
れ

な
か
っ
た
こ
と
で
不
満
を
つ
の
ら
せ
た
。
ま
た
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
は
サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
が
重
要
な
公
職
に
つ

い
て
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
人
を
差
別
し
、
ま
た
宗
教
の
自
由
を
認
め
て
い
る
こ
と
を
問
題
と
し
て
、
大
コ
ロ
ン
ビ

ア
共
和
国
か
ら
の
分
離
運
動
を
起
こ
し
始
め
て
い
た
。

ボ
リ
ー
バ
ル
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
処
す
る
た
め
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
と
国
境
を
接
す
る
ク
ク
タ
の
西

一
〇
〇
キ
ロ
に
あ
る
オ
カ
ー
ニ
ャ
で
一
八
二
八
年
に
憲
法
制
定
会
議
を
開
催
す
る
こ
と
と
し
、
分
離
運
動

を
抑
制
し
つ
つ
自
分
が
理
想
と
す
る
大
統
領
の
影
響
力
を
強
め
る
憲
法
改
正
を
行
お
う
と
し
た
。

し
か
し
、
一
八
二
八
年
四
月
、
オ
カ
ー
ニ
ャ
で
始
ま
っ
た
代
表
者
会
議
で
は
、
ボ
リ
ー
バ
ル
の
思
想
に



46

賛
同
す
る
追
従
派
（Los Serviles

）
と
サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
の
自
由
主
義
的
思
想
に
賛
同
す
る
自
由
派
（Los 

Liberales

）
が
真
っ
向
か
ら
対
立
し
た
。

追
従
派
は
、
中
央
政
府
の
権
限
強
化
を
目
指
し
、
大
統
領
の
任
期
を
八
年
に
延
長
し
、
大
統
領
に
立
法

者
と
し
て
の
権
限
と
戦
時
の
特
別
権
限
を
与
え
る
な
ど
を
内
容
と
す
る
改
正
案
を
提
出
し
た
。
一
方
、
自

由
派
は
、
中
央
政
府
の
権
限
を
で
き
る
だ
け
小
さ
く
す
る
こ
と
を
目
指
し
、
大
統
領
の
任
期
を
四
年
と
し
、

行
政
府
の
権
限
を
縮
小
す
る
、
地
方
政
府
を
強
化
し
て
連
邦
制
と
す
る
、
ま
た
裁
判
官
を
公
選
制
に
す
る

な
ど
を
内
容
と
す
る
改
正
案
を
提
出
し
た
。

ボ
リ
ー
バ
ル
は
、
オ
カ
ー
ニ
ャ
の
南
方
一
五
〇
キ
ロ
の
ブ
カ
ラ
マ
ン
ガ
に
滞
在
し
て
会
議
を
指
揮
し
て

い
た
が
、
採
決
に
持
ち
込
め
ば
自
由
派
の
改
正
案
が
通
る
と
い
う
見
込
み
と
な
っ
た
の
で
、
六
月
一
〇
日

追
従
派
の
代
表
者
全
員
を
会
議
か
ら
退
場
さ
せ
、
定
足
数
不
足
に
よ
る
採
決
阻
止
を
図
っ
た
。

そ
の
二
カ
月
後
の
八
月
、
ボ
リ
ー
バ
ル
は
サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
副
大
統
領
を
解
任
す
る
と
と
も
に
ク
ク
タ

基
本
法
を
停
止
し
、
そ
れ
に
代
わ
る
「
組
織
法
」
を
公
布
し
て
、
議
会
の
す
べ
て
の
権
限
を
握
る
独
裁
体

制
を
確
立
し
た
。

そ
の
一
カ
月
後
の
九
月
二
五
日
、
サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
派
の
ペ
ト
ロ 

・
カ
ル
ッ
ホ
少
佐
な
ど
に
よ
り
ボ

リ
ー
バ
ル
暗
殺
計
画
が
実
行
さ
れ
た
。
ボ
リ
ー
バ
ル
は
愛
人
で
あ
る
マ
ヌ
エ
ラ
・
サ
エ
ン
ス
の
機
転
で
ボ
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ゴ
タ
の
中
心
部
に
あ
る
サ
ン
・
カ
ル
ロ
ス
宮
殿
か
ら
脱
出
す
る
こ
と
に
成
功
し
、
こ
の
計
画
は
失
敗
に
終

わ
っ
た
。
こ
の
結
果
、
一
四
人
の
共
謀
容
疑
者
が
処
刑
さ
れ
、
サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
自
身
も
一
審
で
死
刑
判

決
を
受
け
た
。
し
か
し
、
サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
が
共
謀
に
参
加
し
た
証
拠
が
な
く
、
ま
た
、
彼
が
ボ
リ
ー
バ

ル
の
暗
殺
に
反
対
し
た
と
い
う
事
実
が
出
た
た
め
、
大
統
領
府
は
減
刑
を
求
め
、
最
終
的
に
は
ボ
リ
ー
バ

ル
が
死
刑
を
国
外
追
放
に
減
刑
し
た
。
ま
た
、
多
く
の
サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
派
の
人
間
が
国
外
追
放
や
流
罪

に
処
せ
ら
れ
た
。

サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
は
、
一
八
三
二
年
七
月
に
帰
国
す
る
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
や
米
国
で
亡
命
生
活
を

送
り
、
一
八
三
二
年
五
月
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
、
ヌ
エ
バ
・
グ
ラ
ナ
ダ
共
和
国
の
大
統
領
に
任
命
さ
れ
た

と
い
う
知
ら
せ
を
受
け
取
っ
て
い
る
。

図
５
は
、
オ
カ
ー
ニ
ャ
会
議
以
降
ボ
リ
ー
バ
ル
派
と
サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
派
と
の
間
で
続
い
た
政
治
的
対

立
を
背
景
に
、
ボ
リ
ー
バ
ル
の
暗
殺
未
遂
事
件
の
後
、
政
府
が
サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
派
を
弾
圧
し
て
い
る
状

況
を
風
刺
し
た
匿
名
の｢

新
し
い
聖
画｣
と
題
さ
れ
た
政
治
戯
画
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
反
政
府
の
立
場
か

ら
描
か
れ
た
コ
ロ
ン
ビ
ア
で
最
も
古
い
史
料
（
国
立
図
書
館
所
蔵
）
で
あ
り
、
一
八
二
九
年
当
時
、
コ
ロ

ン
ビ
ア
に
お
い
て
言
論
の
自
由
が
確
固
と
し
て
存
在
し
て
い
た
証
拠
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
る
。

表
題
の
も
と
に
、
追
従
派
の
自
由
派
に
対
す
る
浣
腸
と
記
さ
れ
、
そ
の
詞
書
に
は
、
ボ
リ
ー
バ
ル
大
統
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領
に
反
抗
す
る
自
由
派
へ
の
医

療
的
刑
罰
と
い
う
説
明
が
付
い

て
い
る
。

シ
モ
ン
・
ボ
リ
ー
バ
ル
の
政

治
思
想

こ
こ
で
、
シ
モ
ン
・
ボ
リ
ー

バ
ル
の
政
治
思
想
を
箇
条
書

き
に
ま
と
め
て
み
る
こ
と
に

す
る
。
時
代
背
景
と
し
て

は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
独
立

（
一
七
七
六
年
）、
フ
ラ
ン
ス
革

命
（
一
七
八
九
年
）、
ナ
ポ
レ
オ
ン
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
の
ス
ペ
イ
ン
侵
攻
（
一
八
〇
七
年
）
な
ど
の
動
き
の
な

か
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
啓
蒙
思
想
に
も
大
き
な
影
響
を
受
け
つ
つ
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
社
会
・
文
化
の

独
自
性
を
も
考
慮
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

出所：国立図書館

図5　新しい聖画
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（
１
）
英
国
型
の
立
憲
君
主
制
は
、
ス
ペ
イ
ン
が
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
を
再
び
征
服
す
る
足
掛
か
り
と
な

り
う
る
の
で
採
ら
な
い
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
を
模
範
と
し
た
共
和
制
が
望
ま
し
い
。

（
２
）
し
か
し
、合
衆
国
憲
法
の
連
邦
制
は
、国
土
の
状
況
お
よ
び
社
会
構
造
な
ど
か
ら
適
当
で
は
な
く
、

強
力
な
中
央
集
権
体
制
が
必
要
で
あ
る
。

（
３
）
大
統
領
は
強
い
広
範
な
権
限
を
有
し
、
か
つ
そ
の
任
期
は
終
身
制
が
望
ま
し
い
。

（
４
）社
会
の
秩
序
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
、カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
権
威
を
擁
護
す
る
必
要
が
あ
り
、

教
会
の
既
得
権
益
を
保
護
す
る
必

要
が
あ
る
。

（
５
）
外
交
的
に
は
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ

を
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
排
他
的
権

益
圏
と
主
張
す
る
モ
ン
ロ
ー
宣
言

（
一
八
二
三
年
）に
警
戒
感
を
抱
き
、

パ
ナ
マ
会
議
を
招
集
（
一
八
二
六

年
）
し
て
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸

国
の
独
立
の
承
認
を
国
際
的
に
働

ボリーバルの肖像（大統領府）
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き
か
け
る
と
と
も
に
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
を
ひ
と
つ
の
政
治
的
組
織
に
統
合
す
る
こ
と
を

志
向（
注
１す﹅

る２
）
。

（
注
１
）
パ
ナ
マ
会
議
は
、
現
在
の
米
州
機
構
（
Ｏ
Ａ
Ｓ
）
の
原
型
で
あ
る
。
こ
の
会
議
に
は
、
ハ
イ
チ
を
除
く

米
州
各
国
が
招
待
さ
れ
た
が
、
ボ
リ
ー
バ
ル
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
ブ
ラ
ジ
ル
を
招
待
し
な
か
っ
た

た
め
、
副
大
統
領
の
サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
が
こ
の
二
カ
国
を
招
待
し
た
。
米
国
は
こ
の
会
議
に
参
加
す
べ

き
か
ど
う
か
国
内
の
調
整
に
手
間
取
り
、
ま
た
代
表
の
一
人
が
旅
行
中
に
死
亡
し
て
会
議
に
は
参
加
で

き
な
か
っ
た
。

（
注
２
）
独
立
戦
争
の
過
程
で
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
お
よ
び
エ
ク
ア
ド
ル
か
ら
成
る
大
コ
ロ
ン
ビ
ア
共

和
国
と
し
て
独
立
す
る
の
か
、
単
独
の
国
家
と
し
て
独
立
す
る
の
か
の
議
論
が
あ
っ
た
が
、
最
終
的
に

は
ボ
リ
ー
バ
ル
の
影
響
の
も
と
に
、
大
コ
ロ
ン
ビ
ア
共
和
国
と
し
て
統
一
さ
れ
た
。
な
お
、
こ
の
背
後

に
あ
っ
た
経
済
的
要
因
と
し
て
は
、
ボ
リ
ー
バ
ル
が
目
指
し
た
南
米
諸
国
の
独
立
解
放
戦
争
の
遂
行
に

必
要
な
戦
費
調
達
の
た
め
の
借
款
に
つ
い
て
、
英
国
の
投
資
家
が
大
コ
ロ
ン
ビ
ア
共
和
国
と
い
う
統
合

体
で
な
け
れ
ば
応
じ
な
か
っ
た
と
い
う
返
済
支
払
い
能
力
の
問
題
が
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
当
時
の

単
独
の
ヌ
エ
バ
・
グ
ラ
ナ
ダ
の
人
口
は
約
一
三
〇
万
人
で
、
ひ
と
つ
の
国
家
と
し
て
は
小
さ
す
ぎ
ロ
ン

ド
ン
市
場
で
の
外
債
の
起
債
は
困
難
で
あ
っ
た
。

一
八
二
二
年
に
ロ
ン
ド
ン
の
外
債
市
場
に
お
け
る
大
コ
ロ
ン
ビ
ア
共
和
国
の
最
初
の
起
債
は
、
利
札
で
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あ
る
ク
ー
ポ
ン
が
六
％
で
、
発
行
価
格
は
八
四
％
で
あ
っ
た
。
こ
の
条
件
は
、
同
年
に
起
債
し
た
チ
リ

の
ク
ー
ポ
ン
六
％
、
発
行
価
格
七
〇
％
よ
り
約
一
四
三
ベ
ー
シ
ス
ポ
イ
ン
ト
（
一
ベ
ー
シ
ス
ポ
イ
ン
ト

は
一
〇
〇
分
の
一
％
）
好
条
件
で
あ
り
、
一
八
二
四
年
に
起
債
し
た
ブ
ラ
ジ
ル
と
ほ
ぼ
同
じ
、
ア
ル
ゼ

ン
チ
ン
よ
り
や
や
上
回
っ
て
い
る
。

（
６
）
ボ
リ
ー
バ
ル
は
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
屈
指
の
大
土
地
所
有
者
の
家
に
生
ま
れ
、
奴
隷
を
使
用
し
た
大

規
模
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
経
営
家
出
身
で
あ
っ
た
が
、
啓
蒙
思
想
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
「
自
由
、

平
等
、
博
愛
」
精
神
に
基
づ
き
、
ま
た
、
独
立
戦
争
の
過
程
で
、
黒
人
国
家
と
し
て
独
立
し
た

ハ
イ
チ
の
支
援
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、
一
八
二
一
年
に
最
初
の
奴
隷
解
放
令
を
発
布
し
た（
注
）。

（
注
）
ボ
リ
ー
バ
ル
は
一
八
二
八
年
八
月
か
ら
独
裁
体
制
に
入
り
、
サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
副
大
統
領
の
も
と
で
実

施
さ
れ
た
多
く
の
政
策
を
元
に
戻
し
た
が
、
ボ
リ
ー
バ
ル
の
支
持
層
に
大
土
地
所
有
者
が
多
か
っ
た
の

に
も
か
わ
ら
ず
、
奴
隷
解
放
の
措
置
だ
け
は
戻
さ
な
か
っ
た
。
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チ
ャ
べ
ス
・
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
大
統
領
を
理
解
す
る
鍵

過
激
な
発
言
と
極
端
な
政
治
行
動
を
行
う
こ
と
で
有
名
な
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
の
ウ
ー
ゴ
・
チ
ャ
ベ

ス
大
統
領
の
政
策
や
発
言
を
、
前
述
の
ボ
リ
ー
バ
ル
の
政
治
思
想
を
下
敷
き
に
し
て
眺
め
る
と

案
外
容
易
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
チ
ャ
ベ
ス
大
統
領
は
、
ボ
リ
ー
バ
ル
革
命
と
称
す
る

社
会
主
義
的
な
政
策
を
掲
げ
て
い
る
。
一
九
九
九
年
に
大
統
領
就
任
後
最
初
の
仕
事
と
し
て
憲

法
を
改
正
し
て
、
国
名
を
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
共
和
国
か
ら
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
・
ボ
リ
ー
バ
ル
共
和
国
に
改

め
、
シ
モ
ン
・
ボ
リ
ー
バ
ル
の
政
治
信
条
を
実
現
す
る
こ
と
を
国
家
目
標
と
す
る
旨
を
明
ら
か

に
し
た
。
大
統
領
の
権
限
拡
大
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
七
年
一
月
、
国
会
が
チ
ャ
ベ
ス
大
統
領

へ
の
「
授
権
法
」
を
可
決
し
て
独
裁
へ
の
方
向
に
踏
み
出
し
、
ま
た
終
身
大
統
領
制
へ
の
野
望

は
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月
に
憲
法
改
正
案
を
国
民
投
票
に
か
け
て
否
決
さ
れ
た
が
、
二
〇
〇
九

年
二
月
に
再
度
国
民
投
票
を
実
施
し
て
、
大
統
領
の
無
制
限
再
選
が
承
認
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、

地
方
自
治
に
つ
い
て
は
、
累
次
に
わ
た
り
そ
の
権
限
の
縮
小
を
進
め
て
い
る
。
外
交
面
で
は
、

二
〇
〇
二
年
四
月
に
発
生
し
た
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
が
、
米
国
の
Ｃ
Ｉ
Ａ
の
支
援
に
よ
る
も
の
で

column
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あ
る
と
し
て
反
米
姿
勢
を
強
め
、
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
を
「
悪
魔
の
象
徴
」
と
批
判
し
た
。
ラ
テ
ン

ア
メ
リ
カ
諸
国
の
統
合
に
つ
い
て
は
、「
南
米
共
和
国
連
合
」
構
想
を
掲
げ
、
豊
富
な
石
油
と

そ
れ
に
よ
る
外
貨
収
入
を
戦
略
的
に
利
用
し
て
、
キ
ュ
ー
バ
、
ニ
カ
ラ
グ
ア
、
ボ
リ
ビ
ア
、
エ

ク
ア
ド
ル
な
ど
と
の
関
係
強
化
を
図
っ
て
い
る
。
経
済
的
に
は
、新
自
由
主
義
（
ワ
シ
ン
ト
ン
・

コ
ン
セ
ン
サ
ス
）
に
距
離
を
置
き
、
世
界
銀
行
や
Ｉ
Ｍ
Ｆ
と
常
に
反
目
し
て
お
り
、
ア
ル
ゼ
ン

チ
ン
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ボ
リ
ビ
ア
、
エ
ク
ア
ド
ル
、
パ
ラ
グ
ア
イ
と
共
同
で
「
南
米
銀
行
」
を
設

立
し
た
。

サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
派
を
抑
圧
し
た
こ
と
に
よ
り
地
方
に
お
い
て
反
乱
が
起
こ
り
、
ま
た
ペ
ル
ー
が
エ
ク

ア
ド
ル
南
部
の
グ
ア
ヤ
キ
ル
を
占
領
す
る
戦
争
を
起
こ
し
、
さ
ら
に
、
一
八
二
九
年
に
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
が
大

コ
ロ
ン
ビ
ア
共
和
国
か
ら
の
分
離
独
立
を
決
定
し
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
ボ
リ
ー
バ
ル
大
統
領
の
独
裁
政

治
は
行
き
詰
ま
り
、
ボ
リ
ー
バ
ル
は
一
八
三
〇
年
一
月
に
憲
法
改
正
の
た
め
の
会
議
を
招
集
し
た
。
し
か

し
、
こ
の
会
議
は
、
逆
に
ボ
リ
ー
バ
ル
の
独
裁
体
制
を
覆
す
結
果
に
な
り
、
三
月
に
ボ
リ
ー
バ
ル
は
大
統

領
を
辞
任
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
亡
命
す
る
た
め
に
ボ
ゴ
タ
を
去
っ
た
。
な
お
、
そ
の
途
中
の
一
二
月
、
カ

リ
ブ
海
沿
岸
の
サ
ン
タ
マ
ル
タ
で
病
気
が
悪
化
し
て
死
亡
し
た
。
ま
た
、
こ
の
憲
法
制
定
会
議
中
に
エ
ク
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ア
ド
ル
が
分
離
独
立
を
決
定
し
た
。

一
八
三
〇
年
憲
法
制
定
後
も
ボ
リ
ー
バ
ル
派
と
サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
派
の
対
立
が
続
き
、
一
八
三
一
年
に

サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
派
に
よ
り
新
た
な
憲
法
制
定
会
議
の
た
め
の
選
挙
が
行
わ
れ
、
ヌ
エ
バ
・
グ
ラ
ナ
ダ
共

和
国
憲
法
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
憲
法
は
翌
年
施
行
さ
れ
、
海
外
亡
命
中
の
サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
を
不
在
の

ま
ま
大
統
領
に
選
出
し
た
。

サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
は
、
一
八
三
二
年
九
月
に
帰
国
し
、
暫
定
大
統
領
に
就
任
後
、
新
憲
法
に
基
づ
く
選

挙
を
実
施
し
て
、
一
八
三
三
年
正
式
に
大
統
領
に
就
任
し
た
。

サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
の
政
治
思
想

サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
の
政
治
思
想
を
ボ
リ
ー
バ
ル
と
対
比
し
て
箇
条
書
き
に
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な

る
。（

１
）
政
治
体
制
と
し
て
は
共
和
制
を
支
持
す
る
。

（
２
）
し
か
し
、
一
八
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
風
靡
し
た
〝
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
〞
の
影
響
か
ら
、
中

央
政
府
の
権
限
は
で
き
る
だ
け
限
定
し
、
地
方
政
府
に
多
く
の
権
限
を
認
め
る
連
邦
制
が
望
ま

し
い
。
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（
３
）大
統
領
に
強
い
権
限
を
与
え
る
こ
と
に
は
反
対
で
あ
り
、か
つ
任
期
も
四
年
で
再
選
を
認
め
な
い
。

サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
自
身
、
一
八
三
七
年
に
一
期
で
大
統
領
を
退
き
、
後
任
候
補
と
し
て
ホ
セ
・

マ
リ
ア
・
オ
バ
ン
ド
を
応
援
し
た
が
、
大
統
領
選
挙
で
対
立
候
補
に
敗
れ
た
。
一
九
世
紀
前
半

の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
政
治
に
お
い
て
、
選
挙
で
現
政
権
が
応
援
し
た
候
補
が
敗
れ
る
と
い
う

こ
と
は
異
例
で
あ
り
、
さ
ら
に
政
権
交
代
が
平
穏
に
行
わ
れ
た
と
い
う
事
実
は
画
期
的
な
こ
と

で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
は
、
法
治
国
家
の
確
立
を
目
指
し
た
行
政
執
行
者
で
あ
っ
て

専
制
的
政
治
家
を
嫌
っ
た
。

（
４
）
カ
ト
リ
ッ
ク
と
の
関
係
で
は
、
信
教
の

自
由
を
認
め
、
新
教
の
布
教
活
動
も
認
め

た
。
ま
た
、
当
時
教
育
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教

会
の
独
占
事
業
で
あ
っ
た
が
、
公
立
の
小

学
校
を
設
置
し
、
教
育
内
容
も
イ
ギ
リ
ス

の
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ベ
ン
サ
ム
の
哲
学
を
教

科
に
加
え
る
な
ど
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
か
ら

サンタンデールの肖像（大統領府）
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見
れ
ば
〝
異
端
〞
教
育
を
行
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
既
得
権
益
を
見
直
し
、
司
祭
の
裁
判

特
権
（
世
俗
の
裁
判
権
の
免
除
）
の
停
止
、
教
会
の
十
分
の
一
税
の
免
除
、〝
教
会
保
護
権
〞（
ロ
ー

マ
教
皇
と
ス
ペ
イ
ン
国
王
の
間
で
締
結
さ
れ
た
合
意
で
、
国
王
は
カ
ト
リ
ッ
ク
を
保
護
す
る
代
わ
り
に

国
内
の
聖
職
者
の
人
事
権
を
持
つ
と
い
う
も
の
）
の
立
法
化
に
よ
る
人
事
へ
の
介
入
、
修
道
院
の
廃

止（
注
）な

ど
の
措
置
を
実
施
し
た
。

（
注
）
一
八
三
九
年
、
パ
ス
ト
地
方
の
修
道
院
を
廃
止
す
る
法
律
を
契
機
と
し
て
、
翌
年
か
ら
「
最
高
権
威
者

の
戦
争
（G
uerra de Los Suplem

os

）」
と
呼
ば
れ
る
反
乱
が
発
生
し
た
。
こ
の
争
い
は
、
政
治
的
ビ

オ
レ
ン
シ
ア
の
典
型
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
は
宗
教
的
要
因
が
発
端
で
あ
る
。

サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
の
大
統
領
と
し
て
の
仕
事
振
り
は
、
副
大
統
領
時
代
と
同
じ
よ
う
に
、
憲
法
と
法
律

の
文
言
に
忠
実
に
行
政
を
執
行
す
る
と
い
う
能
吏
型
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
限
ら
れ
た
財
源
の
な
か
で
、

財
政
赤
字
を
極
力
出
さ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
当
時
予
算
科
目
中
四
六
％
か
ら
五
一
％
を
占
め
て
い
た

軍
事
費
の
削
減
に
取
り
組
み
、
ま
た
議
会
が
植
民
地
時
代
の
税
制
の
遺
物
で
あ
る
売
上
税
の
廃
止
法
案
を

可
決
し
た
際
に
は
、
財
政
規
律
維
持
の
観
点
か
ら
拒
否
権
を
発
動
し
て
い
る
。
な
お
当
時
の
軍
隊
の
規
模

は
、
兵
隊
の
数
が
三
三
〇
〇
人
で
全
人
口
が
一
六
八
万
六
〇
〇
〇
人
（
一
八
三
五
年
国
勢
調
査
）
で
あ
る

の
で
、
一
〇
〇
〇
人
当
た
り
約
二
人
と
他
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
と
比
較
し
て
決
し
て
大
き
い
も
の
で
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は
な
か
っ
た
。

軍
隊
は
、
ボ
リ
ー
バ
ル
派
が
多
く
、
か
つ
多
く
の
ボ
リ
ー
バ
ル
派
幹
部
が
更
迭
さ
れ
た
た
め
、

一
八
三
三
年
、
一
部
軍
人
に
よ
り
反
乱
の
謀
議
が
企
て
ら
れ
た
が
、
事
前
に
発
覚
し
て
共
謀
者
は
厳
し
く

処
罰
さ
れ
た
。

サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
は
、
ボ
リ
ー
バ
ル
派
の
人
物
を
政
府
か
ら
徹
底
的
に
排
除
し
た
の
で
、
そ
れ
が
後
に

選
挙
で
大
統
領
を
獲
得
し
た
グ
ル
ー
プ
が
公
職
を
独
占
す
る
と
い
う
慣
行
を
生
み
、俗
称
「
与
党
（partido 

m
inisterial

）」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
八
四
八
年
、
ボ
リ
ー
バ
ル
派
の
大
統
領
で

あ
る
ト
ー
マ
ス
・
シ
プ
リ
ア
ー
ノ
・
デ
・
モ
ス
ケ
ー
ラ
時
代
に
、
ボ
リ
ー
バ
ル
派
が
保
守
党
を
結
成
し
、

こ
れ
に
対
抗
し
て
サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
派
は
自
由
党
を
正
式
に
名
乗
り
、
こ
れ
以
降
二
大
政
党
制
が
一
五
〇

年
以
上
続
く
こ
と
に
な
る
。

両
党
の
違
い
を
厳
密
に
定
義
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
が
、
大
コ
ロ
ン
ビ
ア
共
和
国
時
代
か
ら
の
ボ

リ
ー
バ
ル
と
サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
の
対
立
や
そ
の
後
の
両
派
の
対
立
か
ら
、
以
後
の
両
党
の
論
争
点
は
概
ね

共
通
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
ガ
ル
シ
ア
・
マ
ル
ケ
ス
は
『
百
年
の
孤
独
』（
鼓
直
訳
、
新
潮
社
）
の
な

か
で
保
守
党
と
自
由
党
の
違
い
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
登
場
人
物
に
語
ら
せ
て
い
る
。「
自
由
党
は
フ

リ
ー
メ
イ
ソ
ン
の
会
員
で
、
坊
主
を
縛
り
首
に
し
、
民
事
婚
と
離
婚
の
制
度
を
取
り
入
れ
、
庶
子
に
も
嫡
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ガ
ブ
リ
エ
ル
・
ガ
ル
シ
ア
・
マ
ル
ケ
ス

(G
abriel G

arcía M
árquez)

の
人
物
像

出
子
と
同
一
の
権
利
を
認
め
、
中
央
政
府
か
ら
そ
の
権
利
を
剥
奪
す
る
連
邦
制
に
す
る
こ
と
を
主
張
し
て

い
る
な
ら
ず
者
の
集
ま
り
だ
っ
た
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
、神
か
ら
直
接
そ
の
権
威
を
授
か
っ
た
保
守
党
は
、

公
共
の
秩
序
と
家
庭
道
徳
の
保
持
の
た
め
に
努
力
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
の
信
仰
と
権
威

の
原
則
の
護
持
者
で
あ
り
、
国
が
多
く
の
自
治
体
に
分
裂
す
る
の
を
容
認
し
て
い
な
い
。」（
一
〇
四
頁
）。

一
般
国
民
が
自
由
党
と
保
守
党
に
対
し
て
持
つ
イ
メ
ー
ジ
が
良
く
表
現
さ
れ
て
い
て
興
味
深
い
。

一
九
二
八
年
、
カ
リ
ブ
海
沿
岸
の
寒
村
で
あ
る
ア
ラ
カ
タ
カ
に
生
ま
れ
る
。
幼
年
期
は
、
退

役
軍
人
の
祖
父
、
迷
信
や
言
い
伝
え
好
き
の
祖
母
に
育
て
ら
れ
る
。
高
校
で
ボ
ゴ
タ
に
出
て
小

説
を
書
き
始
め
、
新
聞
な
ど
に
投
稿
し
て
最
初
の
小
説
が
エ
ル
・
エ
ス
ペ
ク
タ
ド
ー
ル
紙
に
掲

載
さ
れ
る
。
一
九
四
七
年
、
ナ
シ
オ
ナ
ル
大
学
の
法
学
部
に
入
学
し
、
後
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
司

祭
と
な
り
ゲ
リ
ラ
組
織
Ｅ
Ｌ
Ｎ
に
身
を
投
じ
て
死
亡
す
る
カ
ミ
ー
ロ
・
ト
ー
レ
ス
と
親
友
と
な

column
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る
。一

九
四
八
年
、
ボ
ゴ
タ
騒
動
が
起
こ
り
、
大
学
が
閉
鎖
さ
れ
た
た
め
、
家
族
が
住
む
カ
ル
タ

ヘ
ナ
の
大
学
に
移
る
。
そ
の
後
、
生
活
難
の
た
め
中
退
し
、
エ
ル
・
ウ
ニ
ベ
ル
サ
ル
紙
の
記
者

と
し
て
働
き
始
め
、
一
九
五
四
年
、
エ
ル
・
エ
ス
ペ
ク
タ
ド
ー
ル
紙
の
記
者
と
し
て
ボ
ゴ
タ
に

戻
る
。
一
九
五
五
年
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
滞
在
中
に
友
人
が
彼
の
『
落
葉
』
の
原
稿
を
無
断
で
出
版

社
に
持
ち
込
み
、
出
版
さ
れ
る
。

一
九
五
九
年
、
キ
ュ
ー
バ
に
渡
り
フ
ィ
デ
ル
・
カ
ス
ト
ロ
と
知
り
合
い
、
以
後
キ
ュ
ー
バ
革

命
後
も
カ
ス
ト
ロ
と
の
親
交
が
続
き
、
カ
ス
ト
ロ
ニ
ス
ト
と
し
て
左
派
の
中
心
的
知
識
人
と
な

る
。一

九
六
一
年
、
退
役
大
佐
で
あ
る
祖
父
を
モ
デ
ル
に
し
た
『
大
佐
に
手
紙
は
来
な
い
』
を
、

一
九
六
七
年
、
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
を
背
景
に
描
い
た
『
百
年
の
孤
独
』
を
発
表
し
た
。

一
九
八
二
年
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
で
は
四
番
目
と
な
る
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
賞
し
、
コ
ロ

ン
ビ
ア
の
代
表
的
な
知
識
人
と
し
て
世
界
的
に
有
名
と
な
る
。

一
九
九
七
年
以
降
メ
キ
シ
コ
に
在
住
。
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な
お
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
政
治
史
上
一
九
世
紀
半
ば
か
ら
二
大
政
党
が
定
着
し
て
い
る
が
、
制
度
上
他
の

政
党
の
出
現
を
抑
制
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
一
八
五
六
年
の
大
統
領
選
挙
で
は
、
保
守
党

の
元
大
統
領
ト
ー
マ
ス
・
シ
プ
リ
ア
ー
ノ
・
デ
・
モ
ス
ケ
ー
ラ
（Tom

ás C
epriano de M

osquera

）
が
国

民
党
を
結
成
し
て
出
馬
し
、ま
た
、一
九
二
〇
年
代
中
頃
に
「
革
命
社
会
主
義
党
（
Ｐ
Ｓ
Ｒ
）」
が
創
設
さ
れ
、

そ
れ
が
一
九
三
〇
年
に
共
産
党
に
改
組
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
一
九
六
一
年
に
軍
事
政
権
の
大
統
領
で
あ
っ

た
グ
ス
タ
ボ
・
ロ
ハ
ス
・
ピ
ニ
ー
ジ
ャ
が
結
成
し
た
「
全
国
人
民
同
盟
（A

lianza N
acional P

opular

略

称
Ａ
Ｎ
Ａ
Ｐ
Ｏ
）」
が
一
九
七
〇
年
の
大
統
領
選
挙
で
善
戦
し
、
ま
た
、
一
九
八
五
年
に
ゲ
リ
ラ
組
織
Ｆ
Ａ

Ｒ
Ｃ
が
、「
愛
国
同
盟
（U

nion P
atriótica

略
称
Ｕ
Ｐ
）」
を
結
成
し
た
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
政
党
も
長

期
に
わ
た
っ
て
大
き
な
影
響
力
を
持
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

一
九
世
紀
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
で
二
大
政
党
制
が
出
現
し
た
例
は
、
メ
キ
シ
コ
、
エ
ク
ア
ド
ル
お

よ
び
中
米
諸
国
で
見
ら
れ
る
が
、
二
〇
世
紀
末
ま
で
続
い
た
の
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
み
で
あ
る
。
そ
の
理

由
に
つ
い
て
意
見
の
一
致
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
親
教
権
主
義
と
反
教
権
主
義
の
二
極
化
と
い
う

カ
ト
リ
ッ
ク
教
を
め
ぐ
る
対
立
点
が
、
二
大
政
党
を
維
持
す
る
要
因
と
な
っ
た
と
い
う
見
方
（B

ushnell, 

p.175

）
が
有
力
で
あ
る
。

こ
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
二
大
政
党
制
は
、
一
九
九
一
年
憲
法
に
お
い
て
政
党
要
件
が
緩
和
さ
れ
政
党
の
結
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成
が
制
度
的
に
容
易
と
な
っ
た
た
こ
と
に
よ
り
多
く
の
政
党
が
選
挙
に
参
加
し
議
席
を
持
つ
よ
う
に
な

り
、
終
焉
を
迎
え
た
。
例
え
ば
、
二
〇
一
〇
年
の
大
統
領
選
挙
で
は
、
九
つ
の
政
党
が
候
補
者
を
出
し
て

選
挙
戦
を
戦
い
、
得
票
が
最
も
多
か
っ
た
候
補
の
得
票
率
が
五
〇
％
に
達
し
な
か
っ
た
た
め
、
上
位
二
人

の
候
補
に
よ
る
決
選
投
票
が
行
わ
れ
て
、
国
民
統
一
党
党
首
の
フ
ア
ン
・
マ
ヌ
エ
ル
・
サ
ン
ト
ス
・
カ
ル

デ
ロ
ン
（Juan M

anuel Santos C
alderón

）
が
大
統
領
に
当
選
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
政
治
的
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
発
生
の
根
本
原
因
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
二
大
政
党
制
が
解
消
さ

れ
た
現
在
で
は
、
政
党
へ
の
帰
属
を
め
ぐ
り
武
力
紛
争
が
生
じ
る
可
能
性
は
全
く
な
く
な
っ
た
。
そ
の
意

味
で
、
政
治
的
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
は
い
ま
で
は
歴
史
的
事
実
で
し
か
な
い
が
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
憲
政
史
を
理

解
す
る
上
で
興
味
深
い
の
で
、
個
々
の
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
発
生
を
回
顧
し
な
が
ら
、
二
大
政
党
制
が
ど
の

よ
う
に
社
会
・
経
済
に
影
響
を
与
え
た
の
か
を
見
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

二　

政
治
的
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
原
因
は
な
に
か
？

こ
れ
ま
で
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
政
治
史
に
二
大
政
党
が
誕
生
し
た
過
程
を
、
シ
モ
ン
・
ボ
リ
ー
バ
ル
と
フ
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ラ
ン
シ
ス
コ
・
デ
・
パ
ウ
ラ
・
サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
の
政
治
思
想
の
違
い
か
ら
説
明
し
て
き
た
。
次
に
、
コ

ロ
ン
ビ
ア
に
お
い
て
二
大
政
党
制
の
も
と
で
何
故
政
治
的
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
と
呼
ば
れ
る
現
象
が
生
じ
た
の

か
、
そ
の
原
因
を
種
々
の
学
説
を
検
証
し
な
が
ら
分
析
し
て
み
た
い
。

第
一
に
、
通
説
は
そ
れ
ぞ
れ
の
党
の
支
持
基
盤
で
あ
る
社
会
的
、
経
済
的
階
層
に
着
目
し
て
、
自
由
党

は
、
商
工
業
者
と
医
者
、
弁
護
士
な
ど
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
階
層
の
利
益
を
代
表
し
、
一
方
保
守
党

は
、
大
土
地
所
有
者
層
の
利
益
を
代
表
し
て
お
り
、
こ
の
階
層
の
利
害
対
立
が
そ
の
原
因
で
あ
る
と
説
明

す
る
（
例
え
ば
、
Ａ
Ｒ
Ｃ
レ
ポ
ー
ト
二
〇
〇
六
、五
頁
）。

こ
れ
に
対
し
、
両
党
の
初
期
の
対
立
を
詳
細
に
分
析
し
た
フ
ラ
ン
ク
・
サ
フ
ォ
ー
ド
の
研
究(P

olitics, 

Ideology and Society in P
ost-independence Spanish A

m
erica 1984, p.413)

に
よ
れ
ば
、
両
党

の
構
成
員
に
職
業
的
な
差
異
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ま
た
、
商
工
業
者
と
大
土
地
所
有
者
の
特
定
の
利
害
が
、

対
立
す
る
政
党
へ
の
加
入
を
決
め
た
事
例
も
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
植
民
地
時
代
の
終
わ
り

か
ら
共
和
制
の
初
期
に
政
治
的
、
経
済
的
に
重
要
で
あ
っ
た
地
域
（
例
え
ば
、
ボ
ゴ
タ
、
ポ
パ
ヤ
ン
、
カ
ル

タ
ヘ
ナ
な
ど
）
で
は
保
守
党
が
強
く
、
そ
の
周
辺
部
（
例
え
ば
、
サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
の
出
身
地
で
あ
る
ク
ク
タ

を
中
心
と
し
た
東
部
地
域
）
で
は
自
由
党
が
強
い
と
い
う
特
徴
が
見
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
説
も
地
理
的
、
社
会
的
に
周
辺
部
に
分
類
さ
れ
る
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
地
方
で
保
守
党
が
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強
い
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
両
党
と
も
様
々
な
経
済
的
、
社
会
的
階

層
か
ら
成
り
立
ち
、
全
国
す
べ
て
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
組
織
で
あ
り
、
支
持
基
盤
の
違
い
即
ち
経
済
的
、

社
会
的
階
層
関
係
が
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
原
因
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

都
市
部
の
少
数
支
配
者
階
級
に
属
し
て
い
な
い
商
工
業
者
は
、
自
分
た
ち
の
生
産
品
を
関
税
で
保
護
し

て
も
ら
う
た
め
に
積
極
的
に
政
党
政
治
に
参
加
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
が
、
他
方
、
政
党
誕
生
当
時
国
民
の

大
多
数
が
居
住
す
る
農
村
部
の
農
民
は
一
般
的
に
そ
の
地
方
の
政
治
ボ
ス
（
多
く
の
場
合
大
土
地
所
有
者
）

の
圧
倒
的
な
影
響
力
の
も
と
に
、
そ
の
ボ
ス
の
所
属
す
る
政
党
に
加
入
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
の
よ

う
に
、
政
党
政
治
の
始
ま
り
の
段
階
か
ら
農
村
部
に
お
い
て
は
、
一
定
の
地
域
が
ど
ち
ら
か
の
政
党
に
偏

る
傾
向
が
見
ら
れ
た
。

な
お
、
経
済
政
策
に
関
し
て
は
両
党
間
に
極
端
な
政
策
上
の
違
い
は
見
ら
れ
ず
、
国
内
産
業
の
保
護
問

題
を
め
ぐ
る
関
税
政
策
に
つ
い
て
の
立
場
と
議
論
に
若
干
の
違
い
は
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
原
因
と
す
る
政

治
的
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
は
生
じ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
党
内
に
お
い
て
激
し
い
論
争
が
行
わ
れ

て
い
る
。

第
二
は
、
都
市
部
で
も
農
村
部
で
も
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
の
聖
職
者
が
し
ば
し
ば
保
守
党
の
活
動
家
と

し
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
、
こ
れ
が
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
原
因
と
な
っ
た
と
す
る
説
が
あ
る
（B

ushnell, 
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p.179

）。
聖
職
者
の
な
か
に
は
、
自
由
党
の
反
教
権
主
義
と
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ベ
ン
サ
ム
流
の
功
利
主
義
的

教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
危
機
感
を
抱
き
、
選
挙
に
お
い
て
自
由
党
を
支
持
す
る
信
者
に
は
聖
体
拝
領
の
儀

式
に
参
加
さ
せ
な
い
と
い
っ
た
極
端
な
行
動
を
と
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
前
述
の
「
最
高
権
威
者

の
戦
争
（
一
八
三
九
年
〜
一
八
四
二
年
）」
は
、
パ
ス
ト
地
方
の
修
道
院
の
廃
止
問
題
を
契
機
と
し
て
発
生

し
た
反
政
府
反
乱
で
あ
っ
た
。
こ
の
反
乱
は
、
最
終
的
に
は
ボ
リ
ー
バ
ル
派
の
将
軍
の
力
で
鎮
圧
さ
れ
、

思
想
的
に
は
ね
じ
れ
た
形
で
終
息
し
た
。

こ
の
よ
う
に
宗
教
関
連
の
紛
争
が
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
原
因
と
な
っ
た
も
の
も
あ
る
。
保
守
党
は
、
カ
ト

リ
ッ
ク
教
会
が
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
政
治
的
、
社
会
的
安
定
の
た
め
の
本
質
的
支
柱
と
な
っ
て
い
る
と
し
て
、

そ
の
急
激
な
変
革
に
は
強
く
抵
抗
し
た
。
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
憲
法
で
は
、
長
い
間
信
教
の
自
由
は
認
め
つ
つ

も
カ
ト
リ
ッ
ク
が
国
教
の
地
位
を
保
っ
て
い
た
が
、
一
九
九
一
年
憲
法
で
は
じ
め
て
国
教
の
地
位
を
失
っ

た
。
し
か
し
、
現
在
で
も
独
立
記
念
日
（
七
月
二
〇
日
）
に
は
、
大
統
領
以
下
全
閣
僚
、
国
会
議
長
、
最

高
裁
判
所
長
官
、
軍
の
幹
部
ら
が
出
席
し
て
、
ボ
リ
ー
バ
ル
広
場
に
面
し
た
首
席
大
司
教
カ
ト
リ
ッ
ク
教

会
で
ミ
サ
が
行
わ
れ
、
外
交
団
も
こ
れ
に
出
席
す
る
こ
と
が
慣
例
に
な
っ
て
い
る
。

第
三
に
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
は
、
大
コ
ロ
ン
ビ
ア
共
和
国
の
分
裂
以
来
今
日
ま
で
四
八
回
大
統
領
選
挙
を

実
施
し
た
歴
史
が
あ
り
、
二
大
政
党
制
の
も
と
で
、
選
挙
が
政
治
的
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
原
因
と
な
っ
た
と
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い
う
説
が
あ
る
。先
に
引
用
し
た
Ａ
Ｒ
Ｃ
レ
ポ
ー
ト
は
、「
選
挙
運
動
は
し
ば
し
ば
暴
力
事
件
を
と
も
な
い
、

政
府
与
党
は
野
党
の
候
補
者
の
参
加
を
し
ば
し
ば
妨
害
し
た
。
一
九
世
紀
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
で
は
選
挙
運
動

と
暴
力
に
区
別
が
な
か
っ
た
。」（
五
頁
）
と
説
明
し
て
い
る
。

し
か
し
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
歴
史
を
遡
っ
て
検
証
し
て
み
る
と
、
こ
の
指
摘
は
余
り
に
も
誇
張
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
事
実
を
正
し
く
反
映
し
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
ず
、
サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
の
政
治
思

想
で
説
明
し
た
よ
う
に
、
政
権
党
が
推
薦
し
た
候
補
者
が
敗
れ
た
場
合
で
も
政
権
は
平
穏
に
交
代
し
て
い

る
。
一
八
八
二
年
、
一
九
三
〇
年
、
一
九
四
六
年
が
政
権
交
代
の
年
で
あ
る
が
、
こ
の
年
に
選
挙
に
か
ら

ん
だ
政
治
的
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
は
生
じ
て
い
な
い
。
次
に
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
で
は
、
一
八
五
三
年
憲
法
に
お
い

て
男
子
の
普
通
選
挙
が
制
定
さ
れ
て
お
り
、世
界
の
憲
政
史
で
も
最
も
古
い
国
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、ブ
ッ

シ
ュ
ネ
ル
は
、
一
八
五
六
年
の
普
通
選
挙
に
よ
る
最
初
の
大
統
領
選
挙
に
お
け
る
有
権
者
の
投
票
参
加

を
四
〇
％
程
度
と
推
計
し
、
こ
れ
を
非
常
に
高
い
投
票
率
で
あ
っ
た
と
評
価
し
て
い
る
（B

ushnell, pp. 

172-173

）。
仮
に
選
挙
と
暴
力
が
結
び
つ
い
て
い
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
高
い
投
票
率
が
実
現
し
た
と
は
思

え
な
い
。
確
か
に
、
当
時
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
は
国
家
警
察
は
存
在
せ
ず
、
広
い
国
土
（
日
本
の
三
倍
）
で

男
子
人
口
が
一
〇
八
万
八
〇
〇
〇
人
（
一
八
五
一
年
国
勢
調
査
）
と
少
な
く
、
か
つ
投
票
所
ま
で
の
距
離

と
交
通
事
情
な
ど
を
考
慮
す
る
と
驚
異
的
な
数
字
で
あ
る
。
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ブ
ッ
シ
ュ
ネ
ル
は
、
他
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
と
比
較
し
て
、「
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
場
合
、
政
権
獲
得

の
た
め
に
暴
力
の
使
用
が
一
般
的
に
欠
如
し
て
い
る
こ
と
は
す
ば
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
」
と
逆
に
選
挙
に

暴
力
が
絡
ん
で
い
な
い
こ
と
を
高
く
評
価
し
て
い
る
（B

ushnell, p.176, P
osada, p.58

）。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
投
票
が
政
権
を
決
め
る
と
い
う
民
主
主
義
の
伝
統
が
存
在
す
る
こ
と
と
、
実
際
の

選
挙
が
買
収
な
ど
の
不
正
が
な
く
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
、ま
た
、選
挙
を
め
ぐ
っ
て
小
競
り
合
い
が
な
か
っ

た
か
は
別
問
題
で
あ
り
、
歴
史
的
に
も
相
当
の
不
正
や
小
競
り
合
い
が
存
在
し
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
政
治
的
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
要
因
を
分
析
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
が
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
ど
れ
も
決
定
的
な
要
因
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

そ
こ
で
、
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
が
発
生
し
た
時
期
に
着
目
し
て
、
前
掲
の
図
４
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
政
権

交
代
が
生
じ
た
後
で
、
多
く
の
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
が
そ
の
要
因
を
探
る
鍵
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

二
大
政
党
制
の
も
と
で
政
権
党
と
な
っ
た
党
は
、
行
政
府
の
公
職
、
裁
判
官
、
知
事
、
市
長
、
軍
隊
の

幹
部
な
ど
の
公
職
ポ
ス
ト
を
す
べ
て
独
占
し
、
他
の
党
の
関
係
者
を
排
除
す
る
こ
と
が
慣
例
と
な
っ
て
い

た
。
政
党
間
の
政
権
を
め
ぐ
る
争
い
は
、
公
職
ポ
ス
ト
の
獲
得
と
関
連
し
、
か
つ
そ
れ
が
利
権
や
農
地
を

め
ぐ
る
紛
争
と
強
く
結
び
つ
き
、
裁
判
な
ど
で
不
公
平
な
結
果
を
招
く
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
下
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野
し
た
政
党
側
は
経
済
的
利
益
の
喪
失
、
不
公
正
な
処
遇
に
抵
抗
す
る
た
め
に
政
府
に
対
し
て
自
力
救
済

で
立
ち
向
か
っ
た
。
ス
ペ
イ
ン
に
は
、
元
来
「
政
治
的
反
逆
権
」
と
い
う
思
想
が
あ
り
、
こ
の
考
え
方
が

コ
ロ
ン
ビ
ア
に
も
内
在
し
て
い
て
、
政
府
に
対
す
る
抗
争
を
正
当
化
し
た
面
も
あ
る
。

確
か
に
、
千
日
戦
争
の
後
で
、
レ
ジ
ェ
ス
大
統
領
が
実
施
し
た
国
民
的
和
解
内
閣
で
野
党
を
閣
僚
に

任
命
し
た
際
（
一
九
〇
四
年
〜
一
九
〇
九
年
）
に
は
、
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
は
発
生
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
ラ
・

ビ
オ
レ
ン
シ
ア
と
呼
ば
れ
る
大
規
模
の
政
治
的
暴
動
の
後
で
、
保
守
党
と
自
由
党
が
合
意
し
て
創
り
あ
げ

た
国
民
戦
線
協
定
（F

rente N
ational, 

一
九
五
八
年
〜
一
九
七
四
年
）
は
、
両
党
が
四
年
ご
と
に
政
権
を
交

代
し
、
閣
僚
、
高
級
官
僚
、
県
知
事
、
市
長
、
裁
判
官
な
ど
の
公
職
ポ
ス
ト
を
両
党
で
平
等
に
配
分
す
る

と
い
う
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
憲
政
史
上
極
め
て
異
例
の
体
制
で
あ
る
権
力
分
割
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
一
六
年
間

政
治
的
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
は
一
回
も
発
生
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
説
明
が
政
治
的
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の

根
本
的
な
原
因
を
最
も
良
く
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
（C

randall, pp.48-50

）。

し
か
し
、
こ
の
説
明
に
対
し
て
は
、
二
大
政
党
制
の
伝
統
の
あ
る
国
に
お
い
て
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
よ
う

な
政
治
的
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
が
生
じ
な
か
っ
た
の
は
何
故
か
と
い
う
疑
問
が
当
然
生
じ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、先
に
述
べ
た
よ
う
に
、一
九
世
紀
お
よ
び
二
〇
世
紀
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
は
人
口
が
急
増
（
一
九

世
紀
四
倍
、
二
〇
世
紀
一
〇
倍
強
）
し
、
新
た
な
農
地
を
求
め
て
ア
ン
デ
ス
山
系
の
都
市
か
ら
未
開
墾
の
周
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辺
部
、
東
南
部
の
ジ
ャ
ノ
ス
平
原
、
お
よ
び
東
北
部
の
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
国
境
地
域
へ
と
人
口
移
動
が
生
じ
た

と
い
う
社
会
現
象
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
過
程
で
、
土
地
所
有
権
の
登
記
な
ど
の
司
法
上
の
保

護
が
全
国
に
行
き
渡
ら
な
い
と
い
う
経
済
社
会
構
造
の
特
殊
性
が
存
在
し
て
い
た
た
め
、
農
地
を
め
ぐ
る

争
い
が
二
大
政
党
制
の
も
と
に
お
け
る
政
権
交
代
に
と
も
な
う
公
職
の
総
入
れ
替
え
を
契
機
と
し
て
、
政

治
的
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
を
地
方
に
お
い
て
激
化
さ
せ
る
要
因
と
な
っ
た
。

三　

政
治
的
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
個
別
要
因

二
大
政
党
誕
生
後
の
政
治
的
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
を
、（
１
）
政
党
誕
生
後
自
由
党
が
政
権
を
握
っ
て
い
た

時
期
（
一
八
四
九
年
〜
一
八
八
六
年
）、（
２
）
そ
の
後
保
守
党
が
政
権
を
握
っ
て
い
た
時
期
（
一
八
八
七
年

〜
一
九
三
〇
年
）、（
３
）
再
び
自
由
党
政
権
の
時
期
（
一
九
三
〇
年
〜
一
九
四
六
年
）、（
４
）
再
び
保
守
党

政
権
に
な
り
、
軍
事
政
権
、
国
民
戦
線
協
定
と
続
く
時
期
（
一
九
四
六
年
〜
一
九
七
四
年
）
に
区
分
し
て
、

そ
の
原
因
、
特
徴
な
ど
を
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
巻
末
に
歴
代
大
統
領
の
リ
ス
ト
を
載
せ
た
の
で
参
照
さ

れ
た
い
。
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（
１
）
一
八
四
九
年
〜
一
八
八
六
年
の
自
由
党
政
権

一
八
四
八
年
に
正
式
に
保
守
党
と
自
由
党
の
二
大
政
党
が
誕
生
し
、
翌
年
最
初
の
大
統
領
選
挙
が
実
施

さ
れ
て
自
由
党
が
勝
利
し
た
。
以
後
、
一
八
八
二
年
ま
で
三
七
年
間
ほ
ぼ
自
由
党
政
権
が
継
続
し
た
。
た

だ
、
一
八
五
七
年
か
ら
一
八
六
一
年
ま
で
大
統
領
で
あ
っ
た
マ
リ
ア
ー
ノ
・
オ
ス
ピ
ー
ナ
・
ロ
ド
リ
ゲ
ス

（M
ariano O

spina R
odríguez

）
は
、
も
と
も
と
一
八
二
八
年
の
ボ
リ
ー
バ
ル
暗
殺
計
画
に
連
座
し
た
サ

ン
タ
ン
デ
ー
ル
派
で
あ
り
、
思
想
的
に
自
由
党
に
近
い
が
、
サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
大
統
領
の
後
継
大
統
領
選

挙
で
反
サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
派
の
マ
ル
ケ
ス
を
応
援
し
て
以
降
保
守
党
に
近
寄
り
、
大
統
領
選
挙
は
保
守
党

か
ら
出
馬
し
て
い
る
。

こ
の
時
期
の
特
徴
は
、
政
治
指
導
者
た
ち
が
植
民
地
か
ら
独
立
し
た
共
和
国
の
教
育
に
よ
り
欧
米
の
啓

蒙
思
想
の
影
響
を
受
け
て
お
り
、
ま
た
一
八
四
八
年
の
フ
ラ
ン
ス
の
市
民
革
命
と
ウ
ィ
ー
ン
体
制
の
崩
壊

と
い
う
自
由
主
義
の
風
が
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
も
届
き
、経
済
的
に
は
〝
レ
ッ
セ 

・ 

フ
ェ
ー
ル
〞
自
由
貿
易
が
、

政
治
・
社
会
的
に
は
個
人
の
活
動
に
対
す
る
政
府
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
撤
廃
が
、
支
配
的
で
あ
っ
た
こ
と

で
あ
る
。

経
済
政
策
の
面
で
は
、
例
え
ば
、
一
八
五
〇
年
、
タ
バ
コ
の
政
府
専
売
制
が
一
部
民
営
化
さ
れ
、
そ
れ

ま
で
輸
出
品
で
な
か
っ
た
タ
バ
コ
が
一
八
六
〇
年
代
に
は
輸
出
品
の
四
分
の
一
を
占
め
る
ま
で
に
成
長
し
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た
。
タ
バ
コ
の
ブ
ー
ム
は
長
続
き
し
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
タ
バ
コ
の
民
営
化
は
自
由
主
義
的
経
済
政

策
の
明
ら
か
な
成
果
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
。

政
治
的
に
は
、
一
八
五
一
年
に
ヌ
エ
バ
・
グ
ラ
ナ
ダ
の
約
二
万
人
の
奴
隷
全
員
を
解
放
し
た
。
既
に

一
八
二
一
年
に
奴
隷
の
母
親
か
ら
生
ま
れ
た
子
ど
も
を
一
定
年
令
に
達
し
た
後
自
由
に
す
る
と
い
う
措
置

が
と
ら
れ
て
い
た
が
、
一
八
五
二
年
一
月
か
ら
奴
隷
の
身
分
が
完
全
に
廃
止
さ
れ
た（
注
）。

（
注
）
前
述
の
一
八
二
六
年
の
パ
ナ
マ
会
議
へ
の
出
席
を
め
ぐ
っ
て
、
米
国
が
国
内
調
整
に
手
間
取
っ
た
理

由
の
ひ
と
つ
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
奴
隷
解
放
の
動
き
が
米
国
に
波
及
す
る
の
を
恐
れ
た
た
め
と
い
う

（C
randall, p.16

）。

ま
た
、
一
八
五
三
年
憲
法
に
よ
り
男
子
の
普
通
選
挙
を
、
さ
ら
に
一
八
六
三
年
憲
法
に
よ
り
連
邦
制
を

実
現
し
た
。

な
お
、
連
邦
制
の
も
と
で
ベ
レ
ス
県
は
婦
人
参
政
権
を
認
め
、
米
国
の
ワ
イ
オ
ミ
ン
グ
州
よ
り
一
六
年

早
く
完
全
な
普
通
選
挙
を
実
現
し
た
。
ま
た
、
市
民
の
基
本
的
権
利
と
し
て
完
全
な
信
教
の
自
由
、
出
版

の
自
由
を
認
め
た
。こ
の
結
果
、五
〇
年
代
末
に
は
、米
国
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
布
教
活
動
を
開
始
し
た
。

ま
た
、
宗
教
改
革
を
累
次
に
わ
た
り
実
施
し
た
こ
と
に
よ
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
教
会
財
産
の
収
用

な
ど
に
よ
り
様
々
な
既
得
権
を
失
い
、
民
事
婚（
注
）や

離
婚
を
認
め
た
こ
と
お
よ
び
宗
教
教
育
が
否
定
さ
れ
た
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こ
と
に
反
発
し
た
。

（
注
）
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、教
会
で
結
婚
式
を
挙
げ
、教
会
に
登
録
し
た
夫
婦
の
離
婚
を
認
め
な
か
っ
た
の
で
、

事
実
上
離
婚
し
た
夫
婦
の
再
婚
に
か
か
わ
る
権
利
関
係
を
明
確
に
す
る
た
め
、
民
法
上
婚
姻
届
を
市
町

村
で
受
理
し
た
。

こ
の
よ
う
な
自
由
党
に
よ
る
自
由
主
義
的
政
策
に
反
感
を
持
つ
教
会
や
保
守
党
の
一
部
は
、
政
治
的
ビ

オ
レ
ン
シ
ア
に
訴
え
た
。
こ
の
期
間
に
五
回
動
乱
が
生
じ
て
い
る
が
、
そ
の
性
格
は
自
由
党
政
府
に
対
す

る
抵
抗
即
ち
一
九
世
紀
に
各
国
で
発
生
し
た
内
戦
の
色
彩
が
強
い
。
表
３
は
、
こ
の
期
間
の
政
治
的
ビ
オ

レ
ン
シ
ア
と
死
者
数
を
ラ
ム
ゼ
イ
・
ラ
ッ
セ
ル
の
推
計
を
用
い
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
コ
ロ
ン
ビ

ア
の
犯
罪
社
会
学
者
の
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
・
ガ
イ
タ
ン
・
ダ
サ
は
、
こ
の
推
計
値
は
過
大
で
あ
る
と
評
価
し

て
い
る
。

一
八
五
一
年
の
乱
は
、
バ
ジ
ェ
・
デ
ル
・
カ
ウ
カ
県
に
お
け
る
大
土
地
所
有
者
（
保
守
党
）
が
共
同
体

の
入
会
地
（
共
有
地
）
を
独
占
的
に
使
用
し
て
い
た
も
の
を
自
由
党
政
府
が
取
り
上
げ
た
こ
と
に
反
発
し

て
発
生
し
て
い
る
。

一
八
五
四
年
の
メ
ロ
（José M

aría M
elo

）
の
反
乱
は
、
軍
隊
の
規
模
を
一
五
〇
〇
人
に
縮
小
す
る
こ

と
に
反
対
す
る
ボ
ゴ
タ
駐
屯
地
司
令
官
メ
ロ
の
ク
ー
デ
タ
ー
で
あ
っ
た
が
、
軍
隊
お
よ
び
官
僚
の
多
数
が
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こ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
た
め
、
約
半
年
で
鎮

圧
さ
れ
た
。

一
八
五
七
年
に
最
初
の
男
子
普
通
選
挙
で

当
選
し
た
保
守
党
の
オ
ス
ピ
ナ
大
統
領
は
、

離
婚
を
認
め
た
法
律
を
廃
止
す
る
な
ど
保
守

党
の
政
策
を
実
施
す
る
一
方
で
、
一
八
五
八

年
憲
法
を
制
定
し
て
、
自
由
党
が
推
進
し
て

い
た
連
邦
制
を
採
用
し
、
国
家
を
グ
ラ
ナ
ダ

連
邦
と
変
更
し
た
。

こ
の
連
邦
制
を
め
ぐ
り
、
完
全
な
自
治
を

主
張
す
る
州
と
中
央
政
府
と
の
間
で
た
び
た

び
衝
突
が
生
じ
、
一
八
六
〇
年
五
月
、
当
時

カ
ウ
カ
州
の
知
事
で
あ
っ
た
元
大
統
領
の
モ

ス
ケ
ー
ラ
が
自
由
党
と
組
ん
で
オ
ス
ピ
ナ
を

退
陣
に
追
い
込
ん
だ
。
こ
れ
が
一
八
六
〇
年

表3　二大政党誕生後自由党時代のビオレンシア

年 国　名 ビオレンシア名 死者数(人)

1849

1851年の乱 1,000

ヌエバ・グラナダ 

共和国
1854年　メロの乱 2,000

1858

グラナダ連邦 1860年の乱 1860年　2,000

1861年　2,000

1862年　2,000

1863

コロンビア合衆国 1876年の乱 1876年　4,500

1877年　4,500

1884年　1,000

1885年の乱 1885年　2,000

1886

出所：Gaitán Daza, p.201でRamsey Russellの推計をもとに作成した数字



73

第2章　政治的ビオレンシア

の
乱
で
あ
る
。
こ
の
乱
は
一
八
六
一
年
七
月
に
モ
ス
ケ
ー
ラ
が
首
都
ボ
ゴ
タ
を
占
拠
後
も
一
年
以
上
全
国

で
続
い
た
。

前
述
の
と
お
り
、
モ
ス
ケ
ー
ラ
は
一
八
四
五
年
か
ら
一
八
四
九
年
ま
で
ボ
リ
ー
バ
ル
派
（
保
守
党
）
の

大
統
領
で
あ
っ
た
が
、
一
八
五
七
年
の
普
通
選
挙
に
よ
る
大
統
領
選
挙
で
は
二
大
政
党
か
ら
独
立
し
た
国

民
党
か
ら
出
馬
し
、
約
一
五
％
の
票
を
獲
得
し
た
も
の
の
オ
ス
ピ
ナ
に
敗
れ
た
経
歴
を
持
つ
。
こ
の
乱

に
よ
り
モ
ス
ケ
ー
ラ
は
自
由
党
の
暫
定
大
統
領
に
就
任
し
た
が
、
こ
れ
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
憲
政
史
上
内
戦
に

よ
っ
て
正
当
な
政
府
を
打
倒
し
た
唯
一
の
例
で
あ
る
。

モ
ス
ケ
ー
ラ
が
最
初
に
手
掛
け
た
仕
事
は
教
会
改
革
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
政
府
の
教
会
保
護
権
（
聖
職

者
の
人
事
権
）
を
廃
止
し
、
教
会
の
建
物
な
ど
宗
教
活
動
に
必
要
な
財
産
を
除
く
大
部
分
の
財
産
を
国
家

に
収
用（
注
１し﹅

た２
）
。

（
注
１
）
こ
れ
に
よ
り
、
従
来
教
会
が
収
受
し
て
い
た
不
動
産
に
か
か
わ
る
地
代
（
毎
年
の
収
益
の
六
％
相
当
）

は
国
庫
収
入
と
な
っ
た
。
次
に
、
修
道
士
、
修
道
女
の
宗
教
上
の
身
分
秩
序
を
廃
止
し
た
。
こ
れ
に
猛

烈
に
抗
議
し
た
ボ
ゴ
タ
大
司
教
は
逮
捕
さ
れ
、
ロ
ー
マ
教
皇
は
こ
れ
に
対
抗
し
て
モ
ス
ケ
ー
ラ
を
破
門

処
分
と
し
た
。

（
注
２
）
藤
本
芳
男
著
『
知
ら
れ
ざ
る
コ
ロ
ン
ビ
ア
』
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
経
済
力
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
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記
述
が
あ
る
（
八
八
頁
）。

「
教
会
の
経
済
力
も
大
き
か
っ
た
。
ス
ペ
イ
ン
の
植
民
地
行
政
が
、
教
会
や
宗
教
団
体
の
た
め
の
財
産

獲
得
、
と
く
に
不
動
産
入
手
に
力
を
入
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
教
会
の
手
に
入
っ
た
不
動
産
は

一
九
世
紀
の
半
ば
頃
で
国
内
の
不
動
産
の
三
分
の
一
に
の
ぼ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
多
少
の
誇
張
が
あ
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
現
在
の
富
の
構
造
に
、
教
会
も
多
少
か
か
わ
っ
て
い
た
と
い
え
る

の
か
も
し
れ
な
い
。」

こ
れ
ら
の
自
由
党
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
対
す
る
改
革
の
考
え
方
は
、
伝
統
的
な
宗
教
の
自
由
を
保
障

す
る
こ
と
に
加
え
、
教
会
の
財
産
を
市
場
で
流
通
さ
せ
る
こ
と
が
経
済
を
刺
激
す
る
と
い
う
伝
統
的
な
自

由
主
義
的
経
済
観
と
一
八
六
〇
年
の
乱
な
ど
に
よ
る
政
府
の
負
債
の
支
払
財
源
を
調
達
す
る
と
い
う
財
政

的
目
的
が
あ
っ
た
。
他
方
、
こ
の
改
革
に
よ
り
従
来
教
会
が
行
っ
て
き
た
慈
善
事
業
や
初
等
教
育
を
続
け

る
こ
と
が
財
政
的
に
困
難
に
な
っ
た
。

モ
ス
ケ
ー
ラ
の
自
由
主
義
改
革
の
第
二
弾
は
、
一
八
六
三
年
に
リ
オ
ネ
グ
ロ
（
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
州
）

に
制
憲
会
議
を
召
集
し
、
一
八
六
三
年
憲
法
を
制
定
し
て
連
邦
制
を
徹
底
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
憲
法

に
よ
り
、
グ
ラ
ナ
ダ
連
邦
は
九
つ
の
州
で
構
成
さ
れ
る
コ
ロ
ン
ビ
ア
合
衆
国
と
な
り
、
各
州
は
憲
法
で
中

央
政
府
の
権
限
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
た
も
の
以
外
の
す
べ
て
の
権
限
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
大
統
領
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の
任
期
は
二
年
で
各
州
の
一
票
に
よ
る
間
接
選
挙
で
選
出
さ
れ
、
各
州
は
独
自
に
選
出
方
法
を
決
定
で
き

た
。
ま
た
、
出
版
の
自
由
を
拡
充
し
て
言
論
の
自
由
を
保
障
し
、
死
刑
を
廃
止
し
た
。
ま
た
、
こ
の
制
憲

会
議
で
モ
ス
ケ
ー
ラ
を
憲
法
上
の
大
統
領
と
し
て
正
式
に
承
認
し
た
。

各
州
は
選
挙
で
知
事
を
選
出
し
、
い
く
つ
か
の
州
で
保
守
党
候
補
が
勝
利
し
た
。
し
か
し
、
各
州
の
選

挙
は
自
由
党
と
保
守
党
の
激
し
い
戦
い
と
な
り
、
多
く
の
場
合
自
由
党
が
政
治
的
権
限
を
行
使
し
て
保
守

党
を
排
除
す
る
動
き
が
見
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
選
挙
に
お
い
て
は
、
自
由
党
の
候
補
者
間
で
も
激
し
い
戦

い
が
展
開
さ
れ
、「（
選
挙
は
）
開
票
者
が
選
ぶ
も
の
」
と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

連
邦
制
の
も
と
で
、
各
州
間
の
財
政
力
の
格
差
か
ら
経
済
発
展
の
不
均
衡
が
発
生
し
た
。
そ
の
た
め
、

中
央
政
府
は
憲
法
に
は
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
い
ろ
い
ろ
な
名
目
で
補
助
金
、
助
成
金
を
交
付
す

る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。

自
由
党
の
歴
代
政
権
は
、
サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
の
遺
産
で
あ
り
、
中
央
政
府
と
州
・
市
町
村
の
共
同
事

務
で
あ
る
教
育
に
重
点
を
置
い
た
。
ま
ず
、
一
八
六
七
年
に
コ
ロ
ン
ビ
ア
国
立
大
学
を
設
置
し
、
ま
た
、

一
八
七
〇
年
、
サ
ル
ガ
ル
大
統
領
は
全
国
に
無
償
で
宗
教
的
に
中
立
な
義
務
教
育
の
小
学
校
を
設
置
す
る

政
令
を
公
布
し
た
。
さ
ら
に
、
教
育
理
論
お
よ
び
教
授
方
法
の
指
導
を
ド
イ
ツ
の
使
節
団
に
委
託
し
た
。

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
保
守
党
は
、
こ
の
中
立
的
宗
教
教
育
方
針
に
異
議
を
申
し
立
て
、
ま
た
ド
イ
ツ
使
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節
団
の
メ
ン
バ
ー
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
一
八
七
六
年
に
保
守
党
の
反
乱
が

発
生
し
た
。
こ
れ
が
一
八
七
六
年
の
乱
で
あ
り
、
そ
の
直
接
の
原
因
は
教
育
に
お
け
る
宗
教
問
題
で
あ
っ

た
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
保
守
党
員
が
政
治
権
力
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
不
満
が
あ
っ
た
。
ま

た
、
自
由
党
員
の
な
か
に
も
、
中
央
政
府
の
補
助
金
な
ど
の
予
算
配
分
が
自
由
党
急
進
派
の
牙
城
で
あ
る

ク
ン
デ
ィ
ナ
マ
ル
カ
、
ボ
ヤ
カ
お
よ
び
サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
の
三
州
に
集
中
し
て
い
る
と
し
て
利
権
に
与
れ

な
い
不
満
分
子
が
自
由
党
独
立
派
と
し
て
こ
の
乱
に
加
わ
っ
て
い
る
。

自
由
党
急
進
派
の
政
策
が
、
教
会
と
の
行
き
す
ぎ
た
軋あ
つ
れ
き轢

、
極
端
な
連
邦
制
に
よ
る
国
内
秩
序
の
悪
化

お
よ
び
自
由
主
義
的
経
済
政
策
に
対
す
る
懐
疑
的
見
方
の
増
大
を
引
き
起
こ
し
、
こ
れ
ら
の
問
題
が
自
由

党
内
の
批
判
勢
力
を
勢
い
づ
け
始
め
た
。
こ
の
中
心
人
物
が
ラ
フ
ァ
エ
ル 

・ 

ヌ
ニ
ェ
ス 

・ 

モ
レ
ド（R

afael 

N
úñez M

oledo

）
で
あ
る
。
ヌ
ニ
ェ
ス
は
、
一
八
五
〇
年
代
は
自
由
主
義
教
条
主
義
者
で
あ
っ
た
が
、
次

第
に
実
証
主
義
的
傾
向
に
な
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
の
社
会
進
化
論
の
影
響
を
受

け
て
、
抽
象
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
く
現
実
的
な
目
標
を
掲
げ
た
。

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
そ
の
存
在
を
認
め
た
上
で
あ
る
程
度
の
特
別
の
地
位
を
与

え
る
、
経
済
政
策
に
つ
い
て
は
、
関
税
に
よ
る
保
護
で
国
内
産
業
を
振
興
す
る
、
そ
し
て
連
邦
制
に
つ
い

て
は
、
州
の
力
が
強
す
ぎ
て
中
央
政
府
の
行
政
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
の
を
改
め
る
な
ど
の
主
張
を
展
開
し
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た
。
そ
し
て
一
八
六
三
年
憲
法
に
つ
い
て
、
理
念
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
現
実

に
合
わ
な
い
と
批
判
し
た
。
一
八
七
〇
年
代
か
ら
ヌ
ニ
ェ
ス
は
自
由
党
独
立
派
の
指
導
者
と
し
て
頭
角
を

現
し
、
一
八
七
六
年
の
大
統
領
選
挙
で
は
敗
れ
た
が
、
一
八
八
〇
年
の
大
統
領
選
挙
で
、
自
由
党
独
立
派

に
加
え
保
守
党
の
支
援
を
得
て
当
選
し
た
。

ヌ
ニ
ェ
ス
大
統
領
の
一
期
目
に
お
け
る
憲
法
改
正
の
試
み
（
そ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、〝
再
生
か
破
局
か
〞）

は
、
自
由
党
急
進
派
が
一
州
を
支
配
し
て
い
た
た
め
、
一
八
六
三
年
憲
法
の
規
定
に
よ
り
憲
法
改
正
に
は

全
州
の
合
意
が
必
要
と
い
う
要
件
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
実
現
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
八
八
四

年
に
二
期
目
の
大
統
領
に
就
任
す
る
と
、
急
進
派
は
憲
法
改
正
が
実
現
す
る
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
て
、

一
八
八
五
年
に
ヌ
ニ
ェ
ス
大
統
領
に
対
し
て
反
旗
を
翻
し
た
。
こ
れ
が
、
一
八
八
五
年
の
乱
で
あ
る
。
こ

の
反
乱
は
保
守
党
の
協
力
も
あ
っ
て
、
短
期
間
で
終
息
し
た
。

こ
の
結
末
は
、
ヌ
ニ
ェ
ス
大
統
領
に
と
っ
て
憲
法
改
正
に
有
利
に
働
く
一
方
、
保
守
党
へ
の
依
存
を
強

め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
制
定
さ
れ
た
一
八
八
六
年
憲
法
は
、
後
に
大
統

領
に
就
任
す
る
カ
ロ
が
起
草
し
た
も
の
で
中
央
集
権
的
色
彩
の
強
い
憲
法
で
あ
り
、
累
次
の
改
正
を
経
つ

つ
、
一
九
九
一
年
ま
で
基
本
が
維
持
さ
れ
た
。
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（
２
）
一
八
八
七
年
〜
一
九
三
〇
年
の
保
守
党
政
権

一
八
八
六
年
憲
法
は
、
再
び
中
央
集
権
的
体
制
に
戻
し
、
第
一
に
国
名
を
コ
ロ
ン
ビ
ア
共
和
国
と
す
る
、

第
二
に
大
統
領
の
任
期
を
合
衆
国
時
代
の
二
年
か
ら
六
年
に
延
長
す
る
、
第
三
に
州
を
県
と
し
、
県
知
事

は
大
統
領
が
任
命
す
る
（
市
長
は
県
知
事
が
任
命
す
る
）、
第
四
に
信
教
の
自
由
を
認
め
つ
つ
、
カ
ト
リ
ッ

ク
教
を
国
教
と
す
る
、
第
五
に
死
刑
を
復
活
す
る
な
ど
の
改
正
を
行
っ
た
。

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
の
関
係
で
は
、
ま
ず
、
国
が
収
用
し
た
教
会
財
産
で
政
府
が
保
有
し
て
い
る
も
の

は
教
会
に
返
還
し
、
売
却
し
た
も
の
は
金
銭
で
賠
償
す
る
、
次
に
、
聖
職
者
の
特
権
を
一
部
認
め
る
、
ま

た
、
教
育
に
つ
い
て
は
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や
教
師
の
採
用
に
教
会
の
判
断
を
尊
重
す
る
、
さ
ら
に
、
過
去

の
教
会
婚
を
す
べ
て
有
効
と
す
る
な
ど
の
措
置
を
講
じ
、
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
一
八
八
七
年
に

バ
チ
カ
ン
法
王
庁
と
締
結
し
た
宗
教
協
約
（
コ
ン
コ
ル
ダ
ー
ト
）
で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
な
お
、
過

去
の
教
会
婚
が
有
効
と
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
再
婚
し
て
い
た
ヌ
ニ
ェ
ス
大
統
領
夫
人
は
、
そ
の
再
婚
が

無
効
と
さ
れ
た
た
め
、
フ
ァ
ー
ス
ト
・
レ
デ
ィ
の
地
位
を
失
い
、
い
わ
ゆ
る
妾
と
い
う
身
分
に
な
る
と
い

う
犠
牲
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

ま
た
、
大
統
領
を
出
し
た
政
党
が
行
政
府
の
す
べ
て
の
公
職
を
独
占
し
、
他
党
を
徹
底
的
に
排
除
す
る

と
い
う
や
り
方
は
、
党
派
間
の
対
立
を
激
化
す
る
原
因
と
な
っ
て
い
た
の
で
、
ヌ
ニ
ェ
ス
は
、
自
由
党
独
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立
派
と
保
守
党
の
同
調
者
で
新
た
に
国
民
党
を

結
成
し
て
、
二
党
間
の
対
立
を
緩
和
さ
せ
よ
う

と
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
試
み
は
成
功
せ
ず
、

新
党
は
約
一
〇
年
後
に
保
守
党
に
吸
収
さ
れ

た
。「

再
生
」
と
呼
ば
れ
る
経
済
政
策
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
ほ
ど
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
改
革
を

行
っ
て
い
な
い
が
、
国
立
銀
行
を
創
設
し
、
一

方
で
政
府
紙
幣
を
発
行
し
た
。
政
府
紙
幣
の
発

行
に
よ
り
イ
ン
フ
レ
が
亢
進
し
、
ボ
ゴ
タ
の
商

工
業
者
に
大
き
な
打
撃
を
与
え
た
。

一
八
九
二
年
、
ヌ
ニ
ェ
ス
は
四
期
目
の
大
統

領
選
に
勝
利
し
た
が
、
ボ
ゴ
タ
で
執
務
せ
ず
ほ

と
ん
ど
郷
里
の
カ
ル
タ
ヘ
ナ
に
滞
在
し
、
副
大

統
領
の
ミ
ゲ
ル
・
ア
ン
ト
ニ
オ
・
カ
ロ
（M

iguel 
表4　1887年～ 1930年保守党時代のビオレンシア

年 国　名 ビオレンシア名 死者数（人）
(コロンビア合衆国)

（1885年の乱） 1884年　  1,000

1885年　  2,000

1887

1895年の乱 1895年　  2,000

1899年 1899年　10,000

コロンビア共和国 　～　    千日戦争 1900年　25,000

1902年 1901年　25,000

1902年　25,000

1903年　パナマの乱
　　　　（独立）

1928年　バナナ事件 　　　　60～ 75

1930

出所：Gaitán Daza, p.201でRamsey Russellの推計をもとに作成した数字
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A
ntonio C

aro

）
に
政
権
運
営
を
任
せ
、
一
八
九
四
年
に
亡
く
な
っ
た
。
一
八
九
二
年
か
ら
始
ま
っ
た
カ

ロ
の
実
質
的
大
統
領
時
代
（
一
八
九
二
年
〜
一
八
九
八
年
）
に
、
中
央
お
よ
び
地
方
の
行
政
部
門
か
ら
自

由
党
員
の
徹
底
し
た
排
除
が
行
わ
れ
、
過
去
の
行
為
を
理
由
に
国
外
追
放
な
ど
の
処
罰
を
科
し
た
た
め
、

一
八
九
五
年
、
一
部
の
自
由
党
員
が
保
守
党
政
府
に
対
し
て
武
装
蜂
起
し
た
。
こ
れ
が
、
一
八
九
五
年
の

乱
で
あ
る
（
表
４
参
照
）。

カ
ロ
は
、
自
由
党
員
を
徹
底
的
に
弾
圧
し
た
が
、
一
八
九
八
年
の
大
統
領
選
挙
に
は
、
後
継
者
と
し
て

八
〇
歳
を
超
え
た
高
齢
で
持
病
持
ち
の
マ
ヌ
エ
ル
・
サ
ン
ク
レ
メ
ン
テ
を
指
名
し
、
当
選
さ
せ
た
。
こ
の

実
質
的
な
カ
ロ
の
傀
儡
政
権
に
対
し
て
、
自
由
党
は
引
き
続
き
政
治
的
緊
張
関
係
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

と
く
に
、
選
挙
の
管
理
委
員
は
大
統
領
に
よ
り
任
命
さ
れ
、
政
府
与
党
に
有
利
な
運
用
を
行
っ
た
た
め
、

自
由
党
は
選
挙
に
お
い
て
大
敗
（
一
八
九
八
年
の
大
統
領
選
挙
の
自
由
党
の
得
票
率
は
一
五
％
）
し
、
選
挙

に
よ
る
政
権
獲
得
が
絶
望
的
な
状
況
と
な
っ
た
。

経
済
面
で
は
、
ヌ
ニ
ェ
ス
の
〝
再
生
〞
経
済
政
策
に
よ
り
コ
ー
ヒ
ー
の
生
産
が
奨
励
さ
れ
、
コ
ー
ヒ
ー

の
輸
出
は
一
八
八
六
年
に
輸
出
品
の
約
二
〇
％
か
ら
、
一
八
九
八
年
に
は
約
五
〇
％
ま
で
に
増
加
し
、
輸

出
全
体
の
伸
び
に
貢
献
す
る
主
力
商
品
と
な
っ
た
。
ち
な
み
に
、
当
時
の
主
要
輸
出
産
品
は
、
コ
ー
ヒ
ー
、

金
、
タ
バ
コ
、
キ
ナ
皮
（
キ
ニ
ー
ネ
の
原
料
）
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
お
け
る
コ
ー
ヒ
ー
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生
産
の
拡
大
（
と
く
に
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
）
に
加
え
、

他
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
に
お
い
て
も
コ
ー
ヒ
ー
の

増
産
が
行
わ
れ
た
た
め
、
コ
ー
ヒ
ー
の
国
際
価
格
が
暴

落
（
カ
ル
マ
ノ
ヴ
ィ
ッ
ツ
が
二
〇
〇
二
年
の
ド
ル
価
格
で

調
整
し
た
数
値
に
よ
れ
ば
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
コ
ー
ヒ
ー
の
国

際
価
格
は
、
一
八
八
六
年
一
ポ
ン
ド
二
ド
ル
強
で
あ
っ
た

が
、
一
八
九
二
年
に
四・五
ド
ル
に
ま
で
上
昇
し
、
以
後
下

落
を
始
め
て
一
八
九
八
年
に
は
一・五
ド
ル
に
暴
落
し
た
）

し
、
こ
れ
が
深
刻
な
不
況
の
原
因
と
な
っ
た
。
な
お
さ

ら
に
事
態
を
悪
化
さ
せ
た
要
因
と
し
て
、
コ
ー
ヒ
ー

ブ
ー
ム
の
最
中
の
一
八
九
五
年
に
政
府
は
コ
ー
ヒ
ー
の

輸
出
に
課
税
す
る
措
置
を
導
入
し
た
こ
と
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
不
況
と
イ
ン
フ
レ
の
同
時
進
行
と
い
う

経
済
危
機
は
、
自
由
党
に
反
政
府
の
動
き
を
強
め
る
契

機
と
な
っ
た
が
、
保
守
党
内
に
も
主
要
な
コ
ー
ヒ
ー
の

4500000

4000000

3500000

3000000

2500000

2000000
1850 1860 1870 1880 1890 1900

人

実際の人口数

歴史的傾向数

年

出所：Gaitán Daza, p.203

図6　19世紀後半の人口の推移
（単位：人）
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生
産
地
で
あ
る
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
県
を
中
心
に
反
政
府
派
が
台
頭
し
て
き
た
。

一
八
九
九
年
末
、
自
由
党
は
、
保
守
党
の
反
政
府
派
が
呼
応
し
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
武
力
蜂
起

し
た
。
こ
れ
が
、
約
三
年
続
い
た
「
千
日
戦
争
」
と
呼
ば
れ
る
内
戦
の
始
ま
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
保
守

党
の
反
政
府
派
が
自
由
党
に
同
調
し
な
か
っ
た
た
め
、
戦
況
は
一
進
一
退
で
、
全
国
に
拡
大
し
た
。
死
者

数
は
、
両
軍
合
わ
せ
て
一
〇
万
人
で
当
時
の
人
口
の
二・五
％
に
相
当
す
る
と
多
く
の
本
に
書
か
れ
て
い

る
が
、
デ
ィ
ビ
ッ
ド
・
ブ
ッ
シ
ュ
ネ
ル
は
、
こ
の
数
字
の
出
所
が
不
明
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
過
大
な
見
積

も
り
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る（
注
）。

（
注
）
前
頁
の
図
６
は
、
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
・
ガ
イ
タ
ン
・
ダ
サ
に
よ
り
一
九
世
紀
の
後
半
の
人
口
の
推
移
を
、

出
生
率
と
死
亡
率
を
不
変
、
移
民
な
し
と
い
う
仮
定
の
も
と
で
推
計
し
た
歴
史
的
傾
向
線
（
点
線
）
と

国
勢
調
査
に
よ
る
実
際
の
人
口
数
を
つ
な
い
だ
も
の
（
実
線
）
を
対
比
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
仮
定

は
一
九
世
紀
を
通
し
て
と
く
に
非
現
実
的
な
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

一
八
九
九
年
か
ら
始
ま
っ
た
「
千
日
戦
争
」
の
影
響
で
、
人
口
が
歴
史
的
傾
向
線
か
ら
下
方
へ
シ
フ
ト

し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
観
察
で
き
る
が
、
仮
に
一
〇
万
人
を
こ
の
実
線
に
加
え
て
み
て
も
歴
史
的

傾
向
線
よ
り
上
に
は
戻
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
一
八
八
五
年
頃
か
ら
人
口
の
増
加
率
が
低
下
傾
向
を
示
し

て
い
る
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
り
（
表
２
参
照
）、
ガ
イ
タ
ン
・
ダ
サ
は
、
こ
の
歴
史
的
傾
向
線
に
よ

ら
な
い
推
計
に
基
づ
き
八
万
人
か
ら
一
〇
万
人
程
度
と
見
積
も
っ
て
い
る
。
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千
日
戦
争
が
終
結
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
た
一
九
〇
二
年
七
月
、
ワ
シ
ン
ト
ン
で
パ
ナ
マ
地
峡
に
米
国

が
運
河
を
建
設
す
る
権
利
を
認
め
る
ヘ
イ
＝
エ
ラ
ン
協
定
が
締
結
さ
れ
た
。
も
と
も
と
パ
ナ
マ
地
峡
に
は

一
八
四
六
年
の
米
国
と
コ
ロ
ン
ビ
ア
間
の
ビ
ッ
ド
ラ
ッ
ク
協
定
に
基
づ
き
鉄
道
が
敷
設
さ
れ
て
お
り
、
パ

ナ
マ
県
は
パ
ナ
マ
地
峡
を
通
過
す
る
貨
物
に
か
か
わ
る
課
税
収
入
を
ボ
ゴ
タ
に
収
納
し
て
い
た
が
、
中
央

政
府
か
ら
パ
ナ
マ
県
へ
の
交
付
金
は
極
め
て
少
額
で
あ
っ
た
た
め
、
パ
ナ
マ
県
に
は
独
立
志
向
が
強
か
っ

た
。コ

ロ
ン
ビ
ア
議
会
は
、
米
国
が
パ
ナ
マ
運
河
地
帯
を
長
期
（
一
〇
〇
年
）
か
つ
直
接
に
支
配
す
る
こ
と

は
憲
法
違
反
で
あ
る
と
し
て
、一
九
〇
三
年
八
月
全
会
一
致
で
こ
の
協
定
を
否
決
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

米
国
の
セ
オ
ド
ア
・
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
は
パ
ナ
マ
の
分
離
独
立
派
を
支
援
し
、
パ
ナ
マ
は
一
一
月
四

日
、
独
立
を
宣
言
し
た
。
米
国
は
軍
艦
ナ
シ
ュ
ビ
ル
を
パ
ナ
マ
の
コ
ロ
ン
港
に
派
遣
し
て
圧
力
を
か
け
、

パ
ナ
マ
駐
留
の
小
規
模
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
軍
は
行
動
に
出
な
か
っ
た
た
め
、
パ
ナ
マ
の
独
立
は
無
血
で
達
成

さ
れ
た（
注
）。

（
注
）
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
の
単
独
主
義
的
政
策
に
よ
り
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
と
米
国
の
関
係
は
悪
化
し
た
が
、

一
九
二
一
年
に
ウ
ッ
ド
ロ
ウ
・
ウ
イ
ル
ソ
ン
大
統
領
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
対
し
ヘ
イ
＝
エ
ラ
ン
協
定
に
定

め
ら
れ
た
二
五
〇
〇
万
ド
ル
の
賠
償
金
を
支
払
う
協
定
を
締
結
し
、
両
国
関
係
は
再
び
良
好
な
関
係
に
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復
し
た
。

パ
ナ
マ
喪
失
後
世
界
大
恐
慌
の
生
じ
た
一
九
二
九
年
ま
で
の
間
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
は
政
治
的
安
定
が
保
た

れ
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
民
主
主
義
の
模
範
と
し
て
称
賛
さ
れ
た
。

ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
態
様
を
分
析
す
る
本
章
の
目
的
か
ら
外
れ
る
が
、
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
が
発
生
し
な
か
っ

た
こ
の
時
期
を
簡
単
に
回
顧
し
て
み
た
い
。
と
い
う
の
も
、
発
生
し
な
か
っ
た
要
因
を
分
析
す
る
こ
と
に

よ
り
、
逆
に
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
要
因
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

一
九
〇
四
年
の
大
統
領
選
挙
で
当
選
し
た
ラ
フ
ァ
エ
ル
・
レ
ジ
ェ
ス
（R

afael R
eyes

）
は
、
千
日
戦

争
中
は
ほ
と
ん
ど
外
国
に
い
て
争
い
に
加
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
保
守
党
内
の
各
派
や
大
統
領
候
補

を
出
さ
な
か
っ
た
自
由
党
の
支
援
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
レ
ジ
ェ
ス
は
、
党
派
間
の
争
い
を
克
服
し
て

経
済
発
展
に
集
中
す
べ
き
で
あ
る
と
の
信
念
を
持
ち
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
様
々
な
取
り
組
み
を
行
っ

た
。党

派
間
の
争
い
を
克
服
す
る
た
め
、
ま
ず
国
民
的
和
解
を
提
唱
し
、
五
人
の
閣
僚
の
う
ち
二
人
を
自
由

党
か
ら
任
命
す
る
と
と
も
に
、一
九
〇
五
年
に
ほ
と
ん
ど
保
守
党
員
で
占
め
ら
れ
て
い
た
議
会
を
解
散
し
、

そ
の
代
わ
り
と
し
て
、
臨
時
の
制
憲
会
議
を
召
集
し
て
、
国
会
議
員
選
挙
に
適
用
す
る
新
し
い
ル
ー
ル
を

定
め
た
。
こ
れ
は
「
不
完
全
投
票
」（voto incom

pleto

）
と
呼
ば
れ
、
多
数
を
獲
得
し
た
政
党
の
議
席
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数
の
上
限
を
三
分
の
二
に
制
限
し
、
残
り
三
分
の
一
を
少
数
政
党
に
配
分
す
る
と
い
う
制
度
で
、
ヌ
ニ
ェ

ス
以
来
の
自
由
党
を
排
除
す
る
考
え
方
を
改
め
自
由
党
の
参
加
を
保
障
す
る
方
向
へ
転
換
し
た
。

経
済
政
策
と
し
て
は
、
公
共
事
業
省
を
創
設
し
て
マ
グ
ダ
レ
ナ
河
の
舟
運
の
改
善
、
道
路
，
鉄
道
の
整

備
な
ど
を
重
点
的
に
実
施
す
る
と
と
も
に
、
経
済
回
復
の
た
め
に
必
要
な
条
件
整
備
と
し
て
、
千
日
戦

争
の
戦
費
調
達
の
た
め
に
乱
発
さ
れ
た
国
債
や
政
府
紙
幣
に
よ
る
通
貨
価
値
の
暴
落
に
対
処
す
る
た
め
、

一
〇
〇
旧
ペ
ソ
を
一
新
ペ
ソ
と
す
る
通
貨
改
革
を
実
施
し
た
。
同
時
に
、
前
述
の
国
立
銀
行
の
経
験
を
踏

ま
え
、
米
国
の
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
の
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
ケ
メ
ラ
ー
教
授
に
中
央
銀
行
制
度
に
つ
い
て
調
査

を
依
頼
し
た
。
な
お
、
こ
の
ケ
メ
ラ
ー
報
告
に
基
づ
き
、
一
九
二
三
年
、
中
央
銀
行
で
あ
る
コ
ロ
ン
ビ
ア

共
和
国
銀
行
が
設
立
さ
れ
た
。
ま
た
、
新
ペ
ソ
の
価
値
を
維
持
す
る
た
め
、
正
統
派
の
財
政
政
策
が
堅
持

さ
れ
、
公
共
事
業
費
拡
充
の
財
源
を
確
保
す
る
た
め
、
軍
事
費
の
削
減
が
行
わ
れ
た
。
予
算
に
占
め
る
軍

事
費
割
合
の
推
移
を
見
る
と
、
一
九
一
一
年
に
三
〇
％
で
あ
っ
た
も
の
が
、
一
九
二
〇
年
に
一
四
％
と
な

り
、
一
九
二
九
年
に
は
八・八
％
に
ま
で
縮
小
し
た
。

軍
隊
に
つ
い
て
は
、
党
派
性
を
払
拭
し
て
純
粋
の
職
業
軍
人
集
団
と
し
て
再
編
し
、
そ
の
任
務
は
、
国

境
の
防
衛
と
憲
法
秩
序
の
維
持
と
さ
れ
た
。
こ
れ
を
実
効
あ
ら
し
め
る
た
め
、
自
由
党
員
の
子
弟
を
士
官

学
校
に
入
学
す
る
よ
う
慫
慂
し
た
。
さ
ら
に
、
従
来
の
外
債
の
支
払
い
の
リ
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
交
渉
を
再
開
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し
、
外
国
の
銀
行
団
の
要
求
を
受
け
入
れ
た
結
果
、
新
た
な
外
国
投
資
家
の
直
接
投
資
が
始
ま
っ
た
。
こ

れ
ら
の
直
接
投
資
は
、
石
油
開
発
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
カ
リ
ブ
海
沿
岸
の
サ
ン
タ
マ
ル
タ
近
郊
で
の
ユ

ナ
イ
テ
ッ
ド
・
フ
ル
ー
ツ
・
カ
ン
パ
ニ
ー
の
バ
ナ
ナ
の
生
産
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
よ
う
な
も
の
も
あ
っ
た
。

レ
ジ
ェ
ス
は
、
一
九
〇
九
年
制
憲
会
議
を
召
集
し
て
終
身
大
統
領
を
目
指
し
た
が
、
す
べ
て
の
政
党
に

反
対
さ
れ
て
退
陣
し
た
。
制
憲
会
議
は
、
一
九
一
〇
年
に
憲
法
改
正
を
行
い
、
男
子
の
選
挙
権
の
要
件
か

ら
資
産
基
準
を
撤
廃
し
、
ヌ
ニ
ェ
ス
政
権
時
代
に
自
由
党
を
排
除
す
る
た
め
に
導
入
さ
れ
た
間
接
選
挙
を

廃
止
し
て
直
接
選
挙
に
改
め
、
ま
た
大
統
領
の
任
期
を
六
年
か
ら
四
年
に
短
縮
す
る
な
ど
の
措
置
を
講
じ

た
。こ

れ
ら
二
大
政
党
間
の
和
解
を
推
進
す
る
一
連
の
制
度
の
導
入
と
、
コ
ー
ヒ
ー
生
産
の
振
興
（
こ
の
時

期
に
コ
ー
ヒ
ー
は
輸
出
品
目
の
八
〇
％
を
占
め
る
ま
で
成
長
）
な
ど
に
よ
る
平
均
五
％
を
超
え
る
安
定
し
た

経
済
成
長
に
支
え
ら
れ
て
、
千
日
戦
争
以
後
長
期
に
わ
た
り
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
な
い
時
代
が
出
現
し
た
。

最
後
に
、
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
ガ
ル
シ
ア
・
マ
ル
ケ
ス
が
『
百
年
の
孤
独
』
で
扱
っ
た
一
九
二
八
年
一
二
月

に
起
き
た
い
わ
ゆ
る「
シ
エ
ナ
ガ
の
大
虐
殺
」に
触
れ
て
お
き
た
い
。前
述
の
と
お
り
、米
国
の
ユ
ナ
イ
テ
ッ

ド
・
フ
ル
ー
ツ
・
カ
ン
パ
ニ
ー
は
、
バ
ナ
ナ
を
輸
出
す
る
た
め
に
サ
ン
タ
マ
ル
タ
周
辺
で
灌
漑
施
設
を
整

備
し
た
り
、
バ
ナ
ナ
運
搬
用
の
鉄
道
を
建
設
す
る
た
め
の
投
資
を
し
て
い
た
。
同
社
は
、
農
場
の
直
接
経
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営
は
行
わ
ず
、
生
産
さ
れ
た
バ
ナ
ナ
を
買
い
取
っ
て
輸
出
す
る
商
売
（
当
時
、
バ
ナ
ナ
の
輸
出
は
、
コ
ロ
ン

ビ
ア
の
総
輸
出
額
の
六
％
程
度
ま
で
に
成
長
し
て
い
た
。）
を
行
っ
て
い
た
の
で
、
バ
ナ
ナ
農
場
の
労
働
者
の

賃
上
げ
と
労
災
保
険
な
ど
の
要
求
に
対
し
て
応
じ
る
立
場
に
な
い
と
拒
否
回
答
を
行
っ
た
。こ
れ
に
対
し
、

一
九
二
八
年
一
〇
月
頃
か
ら
労
働
者
が
ス
ト
ラ
イ
キ
を
始
め
、
こ
れ
に
共
産
党
の
前
身
で
あ
る
革
命
社
会

主
義
党
（
Ｐ
Ｓ
Ｒ
）
の
メ
ン
バ
ー
が
応
援
に
入
っ
て
、
そ
の
要
求
を
労
働
者
の
待
遇
の
改
善
、
労
働
組
合

の
正
式
な
承
認
等
と
エ
ス
カ
レ
ー
ト
さ
せ
て
い
っ
た
。
政
府
は
軍
隊
を
出
動
さ
せ
て
鎮
圧
を
図
り
、
一
二

月
六
日
、軍
が
労
働
者
に
発
砲
し
て
一
三
人
の
死
亡
者
を
出
し
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
事
件
が
発
生
し
た
。

ガ
ル
シ
ア
・
マ
ル
ケ
ス
は
、
三
〇
〇
〇
人
の
労
働
者
が
虐
殺
さ
れ
死
体
は
貨
車
に
積
ま
れ
て
海
に
捨
て
ら

れ
た
と
書
い
て
い
る
が
、
ロ
ベ
ル
ト
・
エ
レ
ラ
・
ソ
ト
と
ラ
フ
ァ
エ
ル
・
ロ
メ
ロ
・
カ
ス
タ
ー
ニ
ェ
ー
ダ

の
調
査
で
は
、
犠
牲
者
数
は
概
ね
六
〇
人
か
ら
七
五
人
と
記
述
し
て
い
る（
注
）。
な
お
、
こ
の
事
件
に
つ
い
て

自
由
党
の
若
き
下
院
議
員
で
あ
る
ホ
ル
ヘ
・
エ
リ
エ
セ
ル
・
ガ
イ
タ
ン
（Jorge E

liécer G
aitán

）
が
議

会
で
政
府
を
徹
底
的
に
攻
撃
し
た
こ
と
で
、
全
国
的
に
知
名
度
を
上
げ
た
。

（
注
）
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド 

・ 

ガ
イ
タ
ン 
・ 
ダ
サ
は
ガ
ル
シ
ア 

・
マ
ル
ケ
ス
の
言
う
三
〇
〇
〇
人
と
い
う
死
亡
者
数

は
、
こ
の
地
域
の
一
八
歳
以
上
住
民
の
一
五
％
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
あ
り
え
な
い
過
大
な
数
字

で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
（G

aitán D
aza , p.206

）。
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（
３
）
一
九
三
〇
年
〜
一
九
四
六
年
の
自
由
党
政
権

一
九
三
〇
年
の
大
統
領
選
挙
に
お
い
て
自
由
党
が
勝
利
し
、
五
〇
年
近
い
保
守
党
政
権
が
終
了
し
て
以

後
第
二
次
世
界
大
戦
が
終
わ
る
ま
で
自
由
党
政
権
が
続
く
こ
と
と
な
る
。
世
界
恐
慌
当
時
の
ラ
テ
ン
ア
メ

リ
カ
諸
国
で
、選
挙
に
よ
り
平
和
裏
に
政
権
交
代
が
行
わ
れ
た
の
は
極
め
て
少
数
の
例
外
的
事
例
で
あ
る
。

保
守
党
の
敗
因
は
、
経
済
危
機
と
一
九
二
八
年
の
バ
ナ
ナ
事
件
に
お
け
る
政
府
の
対
応
の
失
敗
と
い

う
逆
風
下
で
、
候
補
者
を
一
人
に
絞
れ
ず
二
人
出
し
た
こ
と
で
あ
る
。
得
票
率
と
し
て
は
、
保
守
党
が

五
五
％
を
獲
得
し
て
い
た
の
で
、
こ
の
敗
北
の
原
因
は
候
補
者
を
絞
り
切
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
従

来
保
守
党
は
、
党
内
で
候
補
者
を
一
本
化
で
き
な
い
場
合
に
は
、
ボ
ゴ
タ
の
大
司
教
に
調
整
を
委
ね
て
き

た
が
、
こ
の
と
き
は
大
司
教
自
身
が
決
断
で
き
ず
一
本
化
に
失
敗
し
た
。

新
大
統
領
の
エ
ン
リ
ケ
・
オ
ラ
ヤ
・
エ
レ
ー
ラ
（E

nrique O
laya H

errera

）
は
、
自
由
党
の
穏
健
派
に

属
し
、
保
守
党
政
権
時
代
、
在
米
国
大
使
館
の
公
使
を
勤
め
た
人
物
で
あ
っ
た
。
約
半
世
紀
ぶ
り
の
政
権

交
代
で
あ
り
、
か
つ
自
由
党
が
少
数
与
党
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
オ
ラ
ヤ
・
エ
レ
ー
ラ
は
、
ま
ず
両
党

間
の
協
調
関
係
を
維
持
す
る
た
め
、
閣
僚
や
行
政
府
の
ポ
ス
ト
に
保
守
党
の
メ
ン
バ
ー
を
任
命
し
、
ボ
ゴ

タ
の
中
央
政
府
レ
ベ
ル
で
は
両
党
間
で
大
き
な
問
題
は
生
じ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
地
方
レ
ベ
ル
で
は
、

長
期
間
に
わ
た
っ
て
自
由
党
員
が
被
っ
た
侮
辱
や
権
利
侵
害
の
恨
み
が
残
っ
て
お
り
、
自
由
党
政
権
の
も
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と
で
、
こ
れ
に
決
着
を
つ
け
る
べ
く
暴
動
に
発
展
す
る
も
の

も
現
れ
た
。
大
多
数
の
党
員
に
と
っ
て
は
、
政
策
の
変
化
は

大
し
た
問
題
で
は
な
く
、
む
し
ろ
積
年
の
憎
悪
を
晴
ら
す
機

会
の
到
来
と
受
け
と
め
ら
れ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
ボ

ゴ
タ
で
は
問
題
は
生
じ
な
か
っ
た
が
、
地
方
で
は
司
祭
が
自

由
党
員
に
聖
体
拝
領
の
儀
式
を
拒
む
よ
う
な
例
も
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
地
方
の
散
発
的
な
政
治
的
ビ
オ
レ

ン
シ
ア
の
規
模
は
図
７
の
と
お
り
大
し
た
こ
と
は
な
く
、
直

ち
に
政
府
に
よ
り
抑
圧
さ
れ
た
。

ま
た
、
こ
の
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
動
き
は
、
一
九
三
二
年
に

ペ
ル
ー
が
ア
マ
ゾ
ン
流
域
の
レ
テ
ィ
シ
ア
の
領
有
権
を
主

張
し
て
軍
隊
を
派
遣
し
た
た
め
、
国
内
に
ペ
ル
ー
の
侵
略
に

対
す
る
愛
国
心
の
気
運
が
高
ま
り
、
急
速
に
、
鎮
静
化
し

た
。
な
お
、
オ
ラ
ヤ
・
エ
レ
ー
ラ
は
、
レ
テ
ィ
シ
ア
に
陸
路

か
ら
近
づ
け
な
い
た
め
カ
リ
ブ
海
沿
岸
か
ら
海
路
大
西
洋
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出所：Gaitán Daza　p.206

図7　20世紀のビオレンシアの推移（人口10万人当たり殺人）
（単位：人）
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を
南
下
し
、
ア
マ
ゾ
ン
川
を
遡
行
す
る
ル
ー
ト
で
軍
隊
を
派
遣
し
、
一
九
三
三
年
、
国
際
連
盟
の
仲
介
で

一
九
二
二
年
に
両
国
間
で
定
め
た
国
境
協
定
に
基
づ
き
、コ
ロ
ン
ビ
ア
の
領
有
権
を
確
認
し
て
終
結
し
た
。

こ
の
よ
う
に
自
由
党
政
権
の
一
六
年
間
を
見
る
と
、
政
権
交
代
直
後
に
散
発
的
な
政
治
的
ビ
オ
レ
ン
シ

ア
が
発
生
し
た
も
の
の
そ
れ
以
後
は
平
穏
に
推
移
し
た
。
こ
の
結
果
、
そ
れ
以
前
の
保
守
党
政
権
時
代
と

合
わ
せ
て
四
〇
年
以
上
政
治
的
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
は
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。こ
れ
は
、「
千
日
戦
争
」

後
の
二
大
政
党
間
の
協
調
と
投
票
に
よ
っ
て
政
府
を
選
ぶ
と
い
う
民
主
主
義
の
理
念
の
定
着
と
に
よ
る
も

の
で
あ
り
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
は
立
憲
政
治
の
模
範
と
し
て
他
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
か
ら
称
賛
さ
れ
た
。

こ
の
時
期
の
自
由
党
政
権
が
実
施
し
た
政
策
の
う
ち
主
要
な
も
の
を
参
考
の
た
め
列
挙
す
る
。

第
一
に
、
世
界
恐
慌
の
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
、
金
本
位
制
か
ら
離
脱
し
、
ペ
ソ
の
切
り
下
げ
に
よ
り

輸
出
を
促
進
し
、
ま
た
関
税
の
引
き
上
げ
に
よ
り
国
内
産
業
を
振
興
す
る
措
置
を
講
じ
た
。
コ
ロ
ン
ビ
ア

経
済
は
、
一
九
三
〇
年
マ
イ
ナ
ス
〇・九
％
、
一
九
三
一
年
マ
イ
ナ
ス
一・六
％
の
二
年
連
続
マ
イ
ナ
ス
成

長
を
経
験
し
た
が
、
一
九
三
二
年
は
プ
ラ
ス
六・六
％
と
急
速
な
回
復
を
示
し
た
。
な
お
、
一
九
三
二
年

の
急
成
長
の
要
因
と
し
て
は
、
ペ
ル
ー
と
の
国
境
戦
争
に
と
も
な
う
軍
事
費
の
拡
大
効
果
が
大
き
い
と
分

析
さ
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
経
済
危
機
に
よ
る
農
村
の
疲
弊
に
対
処
す
る
た
め
、
農
地
改
革
を
実
施
し
、
有
効
活
用
さ
れ
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て
い
な
い
農
地
を
小
作
人
に
分
譲
す
る
な
ど
の
措
置
を
講
じ
た
。

第
三
に
、
工
業
化
の
進
展
に
と
も
な
い
、
労
働
者
の
保
護
の
た
め
の
法
制
を
整
備
し
、
労
働
組
合
の
結

成
を
奨
励
し
た
。
一
九
三
六
年
に
は
じ
め
て
労
働
組
合
の
全
国
組
織
で
あ
る「
コ
ロ
ン
ビ
ア
労
働
者
同
盟
」

（
Ｃ
Ｔ
Ｃ
）
が
結
成
さ
れ
た
。

第
四
に
、
一
九
三
六
年
に
憲
法
を
改
正
し
て
、
経
済
政
策
と
し
て
公
共
目
的
の
た
め
に
土
地
を
使
用
す

る
場
合
の
所
有
権
を
制
限
す
る
、
公
教
育
に
対
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
関
与
を
廃
止
す
る
、
選
挙
権
の

要
件
で
あ
っ
た
識
字
要
件
を
撤
廃
し
て
完
全
な
男
子
普
通
選
挙
と
す
る（
注
）な

ど
を
定
め
た
。

（
注
）
女
子
に
選
挙
権
を
与
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
司
祭
の
影
響
が
強
く
女
子
に
及
び
、

保
守
党
に
有
利
で
あ
る
と
い
う
見
方
か
ら
見
送
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
民
法
を
改
正
し
て
、

女
子
に
も
男
子
と
同
じ
財
産
権
を
認
め
た
。

（
４
）
一
九
四
六
年
〜
一
九
七
四
年

一
九
四
六
年
の
大
統
領
選
挙
に
お
い
て
、
保
守
党
の
マ
リ
ア
ー
ノ
・
オ
ス
ピ
ー
ナ
・
ペ
レ
ス( M

ariano 

O
spina P

érez)

が
一
六
年
ぶ
り
に
政
権
を
奪
回
し
た
。
そ
の
背
景
と
し
て
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
下
の
経

済
上
の
困
難
、
自
由
党
派
公
務
員
に
よ
る
不
祥
事
、
保
守
党
と
の
外
交
政
策
上
の
衝
突
（
保
守
党
は
第
二

次
世
界
大
戦
で
は
中
立
を
保
つ
立
場
で
あ
っ
た
が
自
由
党
は
米
国
と
協
力
し
て
枢
軸
国
に
宣
戦
布
告
し
た
）
の
問
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題
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
決
定
的
な
要
因
は
一
九
三
〇
年
選
挙
で
保
守
党
が
敗
北
し
た
要
因
と
全
く
同
じ

で
、
党
内
対
立
に
よ
り
自
由
党
が
候
補
者
を
一
本
化
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
自
由
党
は
、
得
票
率

と
し
て
は
五
九
％
を
獲
得
し
な
が
ら
、
党
内
か
ら
反
逆
者
を
出
し
て
政
権
を
失
っ
た
。

こ
の
反
逆
者
こ
そ
一
九
二
八
年
の
バ
ナ
ナ
事
件
で
名
を
上
げ
た
ホ
ル
ヘ
・
エ
リ
エ
セ
ル
・
ガ
イ
タ
ン
で

あ
る
。
ガ
イ
タ
ン
は
、
中
流
階
級
出
身
で
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
政
界
に
は
珍
し
く
、
メ
ス
テ
ィ
ソ
（
白
人
と
先

住
民
と
の
混
血
）
で
あ
る
。
若
き
学
生
時
代
に
イ
タ
リ
ア
に
留
学
し
、
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
に
憧
れ
、
演
説
振

り
は
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
そ
っ
く
り
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
経
歴
は
、
イ
タ
リ
ア
の
駐
在
武
官
当

時
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
に
傾
倒
し
、
一
九
四
六
年
に
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
大
統
領
に
就
任
し
た
フ
ァ
ン
・
ド
ミ
ン

ゴ
・
ペ
ロ
ン
に
よ
く
似
て
お
り
、
ま
た
出
身
階
層
も
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
も
共
通
し
て
い
る
。

自
由
党
は
、
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
ト
ゥ
ル
バ
イ
を
大
統
領
候
補
と
し
て
機
関
決
定
し
た
が
、
ガ
イ
タ
ン
と
そ

の
支
持
者
が
党
議
に
反
し
て
ガ
イ
タ
ン
を
出
馬
さ
せ
た
。
ガ
イ
タ
ン
は
、
保
守
党
お
よ
び
自
由
党
の
候
補

者
を
少
数
の
支
配
層
の
利
益
に
奉
仕
す
る
支
配
階
層
出
身
の
寡
頭
政
治
家
（olgarquia

）
と
攻
撃
し
、
一

方
自
分
の
政
治
を
「
労
働
者
の
た
め
の
楽
園
」
を
作
り
出
す
も
の
で
あ
る
と
し
て
選
挙
を
戦
っ
た
。
結
果

は
、
得
票
率
二
六
％
で
最
下
位
に
終
わ
っ
た
。

な
お
、「
寡
頭
政
治
」
と
い
う
言
葉
は
、
白
人
と
イ
ン
デ
ィ
オ
の
混
血
で
あ
る
ガ
イ
タ
ン
が
、
こ
の
選
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挙
戦
で
は
じ
め
て
用
い
た
白
人
支
配
階
層
出
身
者
を
批
判
す
る
た
め
の
選
挙
演
説
用
語
で
あ
る
。
自
由
党

の
正
式
候
補
者
の
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
ト
ゥ
ル
バ
イ
は
、
レ
バ
ノ
ン
出
身
の
移
民
の
子
で
あ
り
、
決
し
て
支
配

階
層
出
身
と
は
い
え
な
い
人
物
で
あ
る
。
日
本
で
出
版
さ
れ
て
い
る
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
歴
史
、
政
治
に
関
す

る
本
は
、
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
二
大
政
党
に
よ
る
政
治
を
無
条
件
で
「
寡
頭
政
治
」
と
記

述
し
て
い
る
。
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
政
治
構
造
が
一
握
り
の
支
配
階
級
に
よ
る
寡
頭
政
治
と
い
う
性

格
を
持
つ
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
政
治
に
つ
い
て
そ
れ
を
強
調
す
る
見
方
は
、
バ
ラ
ン
ス

を
欠
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
少
し
歴
史
を
辿
れ
ば
、
独
立
以
降
の
六
〇
人
の
歴
代
大
統
領
中
軍
人
出
身
者

が
一
八
人
で
、い
わ
ゆ
る
支
配
階
級
出
身
で
な
い
大
統
領
も
少
な
く
な
い
。
さ
ら
に
、ガ
ブ
リ
エ
ル 

・ 

ト
ゥ

ル
バ
イ
の
他
に
も
、
例
え
ば
、
支
配
階
級
的
色
彩
の
強
い
保
守
党
の
大
統
領
と
し
て
マ
ル
コ 

・ 

フ
ィ
デ
ル
・

ス
ア
レ
ス
（M

arco F
idel Suáres, 

一
九
一
八
年
〜
一
九
二
一
年
在
職
）
は
、
洗
濯
屋
の
従
業
員
で
あ
っ
た

母
親
の
私
生
児
で
、下
層
階
級
の
出
身
で
あ
り
、ま
た
、自
由
党
の
大
統
領
の
ベ
リ
サ
リ
オ 

・ 

ベ
タ
ン
ク
ー

ル
・
ク
ア
ル
タ
ス
（B

elisario B
etancur C

uartas, 

一
九
八
二
年
〜
一
九
八
六
年
在
職
）
は
、
バ
ス
ク
系
貧

農
の
出
身
で
、
二
三
人
兄
弟
の
末
っ
子
と
し
て
生
ま
れ
、
子
ど
も
の
頃
は
は
だ
し
で
歩
い
て
い
た
の
で

足
の
指
が
変
形
し
て
い
る
と
か
、
仕
事
に
あ
ぶ
れ
て
い
た
頃
に
は
町
の
公
園
の
ベ
ン
チ
に
寝
て
い
た
と
か

と
い
う
逸
話
の
持
ち
主
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
保
守
党
の
カ
ル
ロ
ス
・
レ
ス
ト
レ
ポ
（C

arlos E
. R

estrepo
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一
九
一
〇
年
〜
一
九
一
四
年
）、
自
由
党
の
エ
ド
ゥ
ア
ル
ド
・
サ
ン
ト
ス
（E

duardo Santos, 

一
九
三
八
年

〜
一
九
四
二
年
）
は
、
中
産
階
級
の
出
身
で
あ
る
な
ど
反
証
を
挙
げ
る
こ
と
が
可
能
で
、
上
流
支
配
階
層

に
属
さ
な
い
事
例
は
少
な
く
な
い
。
コ
ロ
ン
ビ
ア
で
は
、｢

誰
で
も
大
統
領
に
な
れ
る｣

と
い
う
言
い
方

が
は
や
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
（
藤
本
芳
男
、
一
五
一
頁
）。

ガ
ル
シ
ア
・
マ
ル
ケ
ス
は
、『
生
き
て
、
語
り
伝
え
る
』
で
ガ
イ
タ
ン
の
演
説
を
聞
い
た
印
象
を
次
の

よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
ガ
イ
タ
ン
が
シ
パ
キ
ラ
ー
の
中
央
広
場
の
バ
ル
コ
ニ
ー
に
立
っ
て
、
雷
鳴
の
よ

う
な
演
説
を
し
た
と
き
、私
は
彼
の
す
ぐ
後
ろ
に
立
っ
て
い
て
、メ
ロ
ン
の
形
を
し
た
彼
の
後
頭
部
、ま
っ

す
ぐ
な
堅
い
髪
の
毛
、
全
く
の
イ
ン
デ
ィ
オ
の
よ
う
な
肌
、
そ
し
て
、
ボ
ゴ
タ
の
下
層
階
級
の
訛
り
の
ま

ま
に
―
そ
れ
は
政
治
的
な
思
惑
か
ら
誇
張
し
て
み
せ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
―
轟
き
わ
た
る
そ
の
声

に
、
強
い
感
銘
を
受
け
た
。
そ
の
演
説
で
彼
は
、
他
の
人
た
ち
の
よ
う
に
自
由
党
と
保
守
党
、
搾
取
す
る

者
と
さ
れ
る
者
と
い
う
用
語
は
使
わ
ず
、
貧
民
と
寡
頭
支
配
者
と
い
う
言
い
方
を
使
っ
た
。
私
は
こ
の
と

き
生
ま
れ
て
は
じ
め
て
、
叩
き
つ
け
る
よ
う
に
く
り
か
え
さ
れ
る
こ
の
語
を
耳
に
し
て
、
急
い
で
辞
書
で

調
べ
た
の
を
覚
え
て
い
る
。」（
二
九
三
頁
）

ラ
ッ
セ
ル
・
ク
ラ
ン
ド
ル
は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
の
ガ
イ
タ
ン
が
こ
の
寡
頭
政
治
家
と
い
う
言
葉
を
使

う
ま
で
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
お
い
て
こ
の
言
葉
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
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（C
randall, p.49

）。

コ
ロ
ン
ビ
ア
の
政
治
史
を
「
寡
頭
政
治
」
と
性
格
づ
け
る
誤
っ
た
見
方
が
日
本
に
流
布
し
て
い
る
理
由

は
、
キ
ュ
ー
バ
革
命
後
の
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の

影
響
を
強
く
受
け
、
上
流
支
配
階
級
に
対
し
て
批
判
的
に
見
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
日
本
の
コ

ロ
ン
ビ
ア
研
究
者
ま
た
は
著
者
が
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
二
〇
世
紀
の
書
物
を
無
批
判
に
引
用
ま
た
は
孫
引
き

し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
ガ
イ
タ
ン
の
出
現
と
そ
の
躍
進
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
経
済
、
社
会
が
工
業
化
し
、

労
働
者
階
級
が
育
っ
て
き
た
こ
と
の
証
左
で
も
あ
る
。
こ
の
選
挙
後
、
ガ
イ
タ
ン
は
自
由
党
内
の
正
統
派

か
ら
は
厄
介
な
存
在
と
見
ら
れ
た
が
、
そ
の
カ
リ
ス
マ
性
と
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
り
、
次
第
に
次

の
大
統
領
選
挙
に
お
け
る
有
力
候
補
と
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ペ
レ
ス
大
統
領
は
、
一
九
三
〇
年
の
オ
ラ
ヤ
・
エ
レ
ー
ラ
と
同
じ
く
、
政
権
交
代
時
の
ト
ラ
ブ
ル
を
極

力
抑
え
る
た
め
、
閣
僚
や
行
政
府
の
各
レ
ベ
ル
に
自
由
党
員
を
任
命
す
る
協
調
政
策
を
採
っ
た
。
し
か
し

一
九
三
〇
年
当
時
と
同
様
、
地
方
レ
ベ
ル
で
は
自
由
党
員
は
失
業
や
脅
迫
の
被
害
を
受
け
、
過
去
の
利
権

を
め
ぐ
る
怨
み
が
噴
出
し
て
政
党
間
の
争
い
に
ま
で
発
展
す
る
も
の
も
生
じ
た
。
一
九
四
六
年
以
降
の
こ

の
よ
う
な
散
発
的
な
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
波
は
一
九
三
〇
年
当
時
と
異
な
り
、
直
ち
に
鎮
静
化
す
る
こ
と
な
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く
、
約
一
〇
年
間
続
く
こ
と
に
な
る
。

ラ
・
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
発
生

一
九
四
七
年
に
入
る
と
、
ガ
イ
タ
ン
は
再
び
一
本
化
し
た
自
由
党
の
次
期
大
統
領
候
補
の
地
位
を
確
立

し
、
正
当
な
理
由
な
し
に
保
守
党
と
の
連
立
内
閣
か
ら
自
由
党
閣
僚
を
引
き
揚
げ
、
次
の
選
挙
に
向
け
て

の
運
動
を
急
進
化
さ
せ
た
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
、
保
守
党
は
再
び
政
権
を
失
わ
な
い
よ
う
、
自
由
党
支

持
の
反
政
府
勢
力
を
叩
き
つ
ぶ
す
た
め
の
焦
土
作
戦
を
推
し
進
め
た
。

こ
の
よ
う
な
政
治
的
雰
囲
気
の
も
と
で
、
一
九
四
八
年
四
月
九
日
、
ボ
ゴ
タ
で
米
州
機
構
（
Ｏ
Ａ
Ｓ
）

設
立
の
た
め
の
汎
米
会
議
が
開
催
さ
れ
て
い
る
最
中
に
、
ガ
イ
タ
ン
が
昼
食
の
た
め
に
ボ
ゴ
タ
中
心
部
に

あ
る
事
務
所
を
出
た
と
こ
ろ
を
暗
殺
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
発
生
し
た
。
こ
の
事
件
は
直
ち
に
一
般
大
衆

の
抗
議
行
動
を
引
き
起
こ
し
、
暴
動
に
発
展
し
た
。
こ
れ
が
、
歴
史
上
「
ボ
ゴ
タ
騒
動
（el bogotazo

）」

と
呼
ば
れ
る
事
件
で
あ
る
が
、
こ
の
表
現
は
、
首
都
区
ボ
ゴ
タ
で
発
生
し
た
暴
動
と
い
う
意
味
が
強
く
、

全
国
的
規
模
の
大
暴
動
に
発
展
し
た
実
体
を
表
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、コ
ロ
ン
ビ
ア
で
は
「
四
月
九
日
」

事
件
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。
大
都
市
の
み
な
ら
ず
、
自
由
党
が
優
勢
で
あ
る
地
方
に
お
い
て
暴
動
的

武
力
行
動
が
と
ら
れ
、
こ
れ
が
国
民
戦
線
協
定
が
結
ば
れ
る
一
九
五
八
年
ま
で
続
く
コ
ロ
ン
ビ
ア
史
上
最

大
の
政
治
的
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
（La V

iolencia

）
と
な
っ
た（
注
）。
な
お
、
ラ
・
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
は
、
四
月
九
日
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事
件
か
ら
始
ま
っ
た
と
記
述
す
る
も
の
が
多
い
が
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
一
九
四
六
年
の
政

権
交
代
直
後
か
ら
実
質
的
に
始
ま
り
、
四
月
九
日
事
件
が
そ
れ
を
激
化
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
と
見
る
方

が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

（
注
）
ラ
・
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
頭
に
つ
い
て
い
る
「
ラ
」
は
定
冠
詞
で
あ
り
、
歴
史
上
の
多
く
の
ビ
オ
レ
ン
シ

ア
の
な
か
で
四
月
九
日
事
件
を
契
機
と
し
て
起
こ
っ
た
最
大
の
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
を
指
す
。

ガ
イ
タ
ン
の
暗
殺
者
は
、
フ
ァ
ン
・
ロ
ア
・
シ
エ
ッ
ラ
と
い
う
二
七
歳
の
貧
し
い
家
庭
出
身
の
若
者
で

あ
っ
た
。
こ
の
暗
殺
者
は
、
現
場
近
く
の
薬
局
に
隠
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
激
昂
し
た
群
衆
に
よ
り
殴
り
殺

し
に
さ
れ
た
。
こ
の
暗
殺
に
つ
い
て
、
い
ま
だ
確
定
的
な
真
相
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
現
在
三

つ
の
説
が
存
在
し
て
い
る
（B

ushnell, pp.289-291

）。

第
一
は
、
政
府
が
事
件
直
後
に
汎
米
会
議
に
出
席
し
て
い
た
各
国
代
表
に
説
明
し
た
も
の
で
、
外
国
か

ら
き
た
共
産
主
義
者
の
扇
動
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
た
と
す
る
説
で
あ
る
。
こ
の
共
産
主
義
者
の
陰
謀
説

は
、
偶
々
当
日
キ
ュ
ー
バ
の
フ
ィ
デ
ル
・
カ
ス
ト
ロ
が
ハ
バ
ナ
大
学
の
学
生
代
表
と
し
て
、
汎
ア
メ
リ
カ

会
議
の
学
生
版
と
し
て
開
催
さ
れ
て
い
た
学
生
会
議
出
席
の
た
め
ボ
ゴ
タ
に
い
た
こ
と
が
後
日
判
明
し
た

こ
と
で
、
信
憑
性
が
増
し
た
。
し
か
し
、
当
時
カ
ス
ト
ロ
は
二
〇
歳
で
、
キ
ュ
ー
バ
の
学
生
運
動
の
指
導

者
で
は
あ
っ
た
が
、
い
ま
だ
共
産
主
義
者
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
カ
ス
ト
ロ
が
、
こ
の
事
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件
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
証
拠
は
な
い
（
ガ
イ
タ
ン
の
机
の
日
程
表
に
は
、
同
日
午
後
二
時
に

カ
ス
ト
ロ
と
の
面
会
の
予
定
が
書
き
込
ま
れ
て
い
た
）。
し
か
し
、
こ
の
共
産
党
陰
謀
説
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
右

派
の
多
く
の
人
々
に
支
持
さ
れ
て
い
る
。

第
二
は
、
保
守
党
政
権
が
政
治
的
ラ
イ
バ
ル
で
あ
る
ガ
イ
タ
ン
を
抹
殺
し
た
と
す
る
説
で
、
自
由
党
員

お
よ
び
左
派
の
人
々
に
支
持
さ
れ
て
い
る
。
デ
ィ
ビ
ッ
ド
・
ブ
ッ
シ
ュ
ネ
ル
は
、
仮
に
保
守
党
政
権
が
自

由
党
の
党
首
を
殺
す
こ
と
を
決
定
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
時
機
と
し
て
国
際
会
議
の
最
中
に
そ
れ
を
実
行

し
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
国
家
と
し
て
の
威
信
を
損
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
し
て
、
こ
の
説
を
否
定

し
て
い
る
。

第
三
は
、
精
神
異
常
者
に
よ
る
単
独
犯
行
で
あ
り
、
事
件
後
に
起
き
た
群
衆
に
よ
る
暴
動
的
な
行
動
は

自
然
発
生
的
な
も
の
で
計
画
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
す
る
説
で
あ
る
。
事
件
後
ボ
ゴ
タ
中
心
街
の
高
級

店
舗
は
群
衆
に
よ
る
略
奪
の
対
象
と
な
り
、
軍
隊
が
出
動
し
て
鎮
圧
す
る
ま
で
の
間
無
法
地
帯
と
化
し
た

が
、
こ
れ
は
、
一
九
六
八
年
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
キ
ン
グ
牧
師
が
暗
殺
さ
れ
た
と
き
に
発
生
し
た
〝
ワ
シ
ン

ト
ン
騒
動
〞
と
よ
く
似
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。

ガ
ル
シ
ア
・
マ
ル
ケ
ス
は
、
事
件
直
後
に
現
場
に
駆
け
つ
け
て
目
撃
し
た
模
様
を
『
生
き
て
、
語
り
伝

え
る
』
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
（
三
九
四
頁
）。
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「
あ
れ
か
ら
五
〇
年
経
っ
た
が
、
私
の
記
憶
の
な
か
で
凝
固
ま
っ
て
い
る
の
は
、
薬
局
の
前
で
人
々
を

扇
動
し
て
い
る
み
た
い
だ
っ
た
あ
の
男
（
筆
者
注
、「
背
が
高
く
て
、
落
ち
着
い
た
威
厳
の
あ
る
態
度
の
一
人

の
男
性
―
結
婚
式
に
も
出
ら
れ
る
よ
う
な
非
の
打
ち
所
の
な
い
グ
レ
ー
の
ス
ー
ツ
を
着
て
い
た
―
」）
の
映
像
で

あ
り
、
あ
の
日
に
つ
い
て
の
無
数
の
証
言
を
読
ん
だ
が
、
そ
の
ど
れ
に
も
こ
の
人
物
は
出
て
こ
な
い
の
で

あ
る
。（
中
略
）
あ
ま
り
に
も
印
象
に
残
っ
た
の
で
私
は
彼
の
こ
と
を
し
ば
ら
く
見
て
い
た
の
だ
が
、
す

る
と
、人
々
が
暗
殺
犯
の
死
体
を
運
び
去
っ
て
い
く
や
い
な
や
、新
し
す
ぎ
る
ほ
ど
新
し
い
車
が
一
台
や
っ

て
き
て
彼
を
拾
っ
て
い
き
、
そ
れ
き
り
こ
の
男
は
歴
史
の
記
憶
の
な
か
か
ら
消
去
さ
れ
た
み
た
い
な
の
で

あ
る
。
私
自
身
の
記
憶
か
ら
も
消
え
て
い
た
の
だ
が
、
何
年
も
あ
と
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
時
代
の
あ
る
と

き
急
に
私
は
、
あ
の
男
は
偽
の
暗
殺
犯
を
人
々
に
殺
さ
せ
る
こ
と
で
、
本
当
の
暗
殺
者
の
身
元
を
隠
す
の

に
成
功
し
た
の
だ
、
と
い
う
思
い
つ
き
に
襲
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。」

い
ず
れ
に
し
て
も
、
ガ
イ
タ
ン
の
暗
殺
の
真
相
は
藪
の
中
で
あ
る
。

ボ
ゴ
タ
騒
動
は
、
翌
四
月
一
〇
日
に
自
由
党
が
保
守
党
政
権
に
再
び
参
加
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
こ
と

に
よ
り
、
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
は
い
っ
た
ん
鎮
静
化
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
協
調
体
制
は
約
一
年
し
か
続
か
ず
、

再
び
コ
ロ
ン
ビ
ア
国
土
全
体
が
両
党
間
の
、
そ
し
て
政
府
対
反
政
府
の
内
戦
に
突
入
し
た
。
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一
九
五
〇
年
に
実
施
さ
れ
た
大
統
領
選
挙
に
お
い
て
、
保
守
党
は
ス
ペ
イ
ン
の
フ
ラ
ン
コ
崇
拝
者
で
あ

る
党
首
の
ラ
ウ
レ
ア
ー
ノ
・
ゴ
メ
ス
（Laureano G

óm
ez

）
を
候
補
者
と
し
て
擁
立
し
た
。
し
か
し
自
由

党
は
、
暴
力
的
空
気
の
な
か
で
候
補
者
の
身
の
安
全
が
確
保
さ
れ
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
候
補
者
を
擁
立

し
な
か
っ
た
。
ゴ
メ
ス
が
大
統
領
に
就
任
し
た
際
、
自
由
党
は
大
統
領
の
正
当
性
を
認
め
ず
、
こ
れ
が
新

政
権
に
対
す
る
暴
力
行
為
を
正
当
化
す
る
口
実
と
な
り
、
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
は
地
方
に
お
い
て
激
化
し
た
。

最
も
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
激
し
か
っ
た
地
方
は
、
ア
ン
デ
ス
山
脈
の
東
部
山
系
の
東
側
に
広
が
る
ジ
ャ
ノ
ス

平
原
や
コ
ー
ヒ
ー
地
帯
の
ト
リ
マ
県
、ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
県
、サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
県
な
ど
で
、全
国
の
約
一
、

一
〇
〇
市
町
村
の
う
ち
一
割
強
に
当
た
る
一
一
八
市
町
村
が
影
響
を
受
け
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
ビ
オ
レ
ン

シ
ア
の
原
因
の
大
部
分
は
、
以
前
か
ら
農
地
を
め
ぐ
る
争
い
が
あ
っ
た
と
い
う
事
情
、
二
〇
世
紀
に
入
っ

て
入
植
が
進
ん
だ
地
域
で
コ
ー
ヒ
ー
の
栽
培
適
地
を
め
ぐ
り
競
い
合
っ
て
い
た
と
い
う
事
情
、
あ
る
い
は

土
地
の
権
利
関
係
が
法
律
的
に
登
記
な
ど
に
よ
り
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
な
ど
の
経
済
的
事
情
で
あ
り
、

二
大
政
党
間
の
対
立
と
い
う
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
現
象
は
、
こ
の
経
済
的
動
機
を
隠
幣
し
て
い
る
。
一
九
五
一

年
時
点
で
自
由
党
（
一
部
共
産
党
を
含
む
）
に
よ
り
動
員
さ
れ
た
ゲ
リ
ラ
兵
士
の
数
は
約
二
万
六
〇
〇
〇

人
程
度
で
あ
っ
た
と
推
計
さ
れ
て
お
り
、
後
に
出
現
す
る
左
翼
ゲ
リ
ラ
の
規
模
よ
り
も
大
き
か
っ
た
。
こ

の
対
立
は
、
あ
る
政
党
に
属
す
る
地
主
、
農
民
と
他
の
政
党
に
属
す
る
地
主
、
農
民
の
戦
い
と
い
う
形
を
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と
り
、
ひ
と
つ
の
政
党
の
農
民
が
同
じ
政
党
に
属
す
る
大
土
地
所
有
者
と
戦
う
と
い
う
例
は
ほ
と
ん
ど
な

か
っ
た
（B

ushnell, p.293

）。
こ
の
点
、
三
好
信
子
が
『
マ
マ
ン
へ
の
手
紙
』
の
な
か
で
引
用
し
て
い
る

コ
ロ
ン
ビ
ア
民
族
解
放
軍
（
Ｅ
Ｌ
Ｎ
）
の
「
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
お
け
る
ゲ
リ
ラ
闘
争
の
歴
史
」
の
叙
述
「
二

党
間
の
争
い
と
い
う
形
を
と
っ
た
が
、
事
実
は
地
方
の
農
民
と
地
主
階
級
と
の
戦
い
だ
っ
た
。」（
三
六
頁
）

は
事
実
に
基
づ
か
ず
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
階
級
闘
争
史
観
で
説
明
し
よ
う
と
す
る
歴
史
の
歪
曲
の
一
例
で

あ
る
。

ジ
ャ
ノ
ス
平
原
な
ど
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
が
激
し
い
地
域
は
、二
〇
世
紀
に
入
っ
て
本
格
的
に
入
植
し
た
り
、

も
と
も
と
人
口
密
度
が
薄
い
地
域
で
軍
や
警
察
の
組
織
が
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
が
多
く
、
こ
の
よ
う
な
地

域
で
は
、
自
由
党
側
が
ゲ
リ
ラ
的
自
衛
組
織
を
作
っ
て
保
守
党
側
の
攻
撃
に
対
抗
し
た
り
、
保
守
党
員
が

政
府
支
持
派
治
安
監
視
組
織
を
作
り
、
事
実
上
非
処
罰
の
特
権
を
享
受
し
つ
つ
、
自
由
党
側
へ
の
一
連
の

攻
撃
や
殺
人
を
行
っ
た
。

一
方
、
都
市
部
に
お
い
て
は
、
大
土
地
所
有
者
や
商
工
業
者
お
よ
び
弁
護
士
、
医
師
な
ど
の
専
門
職
は
、

比
較
的
安
全
な
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
理
由
と
し
て
は
、
農
村
部
に
比
べ
て
都
市
部
で
は
教

育
水
準
が
高
く
、
生
活
の
糧
を
得
る
機
会
も
多
様
で
あ
り
、
か
つ
警
察
な
ど
の
治
安
組
織
も
し
っ
か
り
し

て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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ま
た
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
、
社
会
の
安
定
に
対
す
る
教
会
の
影
響
力
低
下
が
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
激
化
の

要
因
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
、
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
・
ガ
イ
タ
ン
・
ダ
サ
は
、
逆
に
教
会
が
、

そ
の
絶
大
な
威
信
を
利
用
し
て
、
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
を
け
し
か
け
た
と
指
摘
し
て
い
る
（G

aitán D
aza, 

p.210
）。
当
時
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
信
者
が
一
％
程
度
で
あ
っ
た
が
、
カ
ト
リ
ッ

ク
教
会
は
自
由
党
時
代
の
信
教
の
自
由
政
策
に
危
機
感
を
抱
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
現
に
ゴ
メ
ス
政

権
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
活
動
を
制
限
す
る
措
置
（
ラ
ジ
オ
番
組
の
禁
止
、
街
頭
で
の
文
書
の
配
布
の
禁
止

な
ど
）
を
講
じ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
影
響
力
が
地
方
で
相
対
的
に
強
か
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、

こ
の
指
摘
は
有
力
な
要
因
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ゴ
メ
ス
大
統
領
は
、
行
政
府
の
権
限
を
強
化
し
、
議
会
の
力
を
弱
め
る
憲
法
改
正
を
行
お
う
と
し
た
が
、

自
由
党
の
み
な
ら
ず
保
守
党
の
前
大
統
領
オ
ス
ピ
ナ
派
に
も
反
対
さ
れ
挫
折
し
た
。
さ
ら
に
、
保
守
党
オ

ス
ピ
ナ
派
が
軍
隊
を
掌
握
し
て
い
た
の
で
、
ゴ
メ
ス
は
政
府
軍
の
司
令
長
官
の
グ
ス
タ
ボ
・
ロ
ハ
ス
・
ピ

ニ
ー
ジ
ャ
（G

ustavo R
ojas P

inilla

）
将
軍
の
更
迭
を
画
策
し
、
一
九
五
三
年
六
月
解
任
を
命
じ
た
。
し

か
し
逆
に
、
ロ
ハ
ス
将
軍
に
よ
っ
て
大
統
領
職
を
剥
奪
さ
れ
た
。
こ
れ
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
政
治
史
上
最
後

の
軍
部
の
力
に
よ
る
大
統
領
の
退
任
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
政
権
奪
取
の
た
め
の
ク
ー
デ
タ
ー
と
は
若
干
性
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格
が
異
な
る
。
ロ
ハ
ス
は
ゴ
メ
ス
を
退
任
さ
せ
た
が
、
当
初
か
ら
自
分
が
大
統
領
に
就
任
す
る
意
思
は
な

く
、
他
の
保
守
党
文
民
幹
部
を
大
統
領
に
据
え
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
ラ
・
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
社
会
情

勢
の
な
か
で
大
統
領
を
引
き
受
け
る
者
が
な
く
、
保
守
党
お
よ
び
自
由
党
の
支
持
を
得
て
、
ビ
オ
レ
ン
シ

ア
を
終
結
さ
せ
る
た
め
に
ロ
ハ
ス
が
大
統
領
に
就
任
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
で
ロ
ハ
ス
は
大
統
領
に
就
任
し
た
た
め
、
具
体
的
な
政
権
構
想
を
何
ら
準
備
し
て
い

な
か
っ
た
。
政
治
哲
学
と
し
て
は
「
キ
リ
ス
ト
教
と
シ
モ
ン
・
ボ
リ
ー
バ
ル
」
の
信
奉
者
で
あ
る
と
し
た

が
、
中
身
は
具
体
性
に
欠
け
た
。
就
任
後
は
両
党
の
支
持
を
得
て
、
制
憲
会
議
に
お
い
て
一
九
五
四
年
か

ら
四
年
の
任
期
の
大
統
領
と
し
て
承
認
を
受
け
、
保
守
党
の
み
で
内
閣
を
組
織
し
た
。

ロ
ハ
ス
は
、
当
初
ボ
リ
ー
バ
ル
主
義
と
い
う
名
の
も
と
に
国
内
の
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
和
解
を
目
指
し
、

自
由
党
の
ゲ
リ
ラ
兵
士
に
対
し
て
、
武
器
を
引
き
渡
す
の
と
引
き
換
え
に
特
赦
を
行
う
と
表
明
し
、
多
く

の
ゲ
リ
ラ
兵
士
が
こ
れ
を
受
け
入
れ
て
投
降
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
東
部
地
域
は
平
和
を
取
り
戻
し
た
。

こ
れ
ま
で
自
由
党
の
ゲ
リ
ラ
兵
士
は
保
守
党
政
府
の
武
装
放
棄
の
呼
び
か
け
に
は
信
頼
が
お
け
な
い
と
し

て
応
じ
な
か
っ
た
が
、
ロ
ハ
ス
が
軍
人
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
政
策
は
成
功
し
た
。
し
か
し
、
ロ
ハ

ス
は
、
引
き
続
き
自
由
党
を
排
除
し
た
ま
ま
、
専
制
的
な
性
格
の
強
い
政
権
運
営
を
行
っ
た
た
め
、
自
由

党
と
の
対
立
が
再
び
激
化
し
、
い
っ
た
ん
収
ま
っ
た
か
に
見
え
た
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
が
再
発
し
た
（
三
八
頁
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図
４
参
照
）。

結
局
ロ
ハ
ス
の
政
治
姿
勢
は
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
ぺ
ロ
ン
が
行
っ
た
よ
う
な
自
派
の
労
働
組
合
を
支
持

母
体
と
す
る
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
的
専
制
政
治
で
あ
っ
て
、
政
党
が
求
め
た
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
を
収
拾
す
る
と
い

う
役
割
を
果
た
せ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
保
守
党
と
自
由
党
は
、
ロ
ハ
ス
の
再
選
を
認
め
ず
、
新
た
な
政

治
体
制
と
し
て
両
党
間
で
共
同
し
て
権
力
を
掌
握
す
る
と
い
う
政
治
的
妥
協
を
種
々
の
困
難
を
克
服
し
て

作
り
上
げ
た
。
こ
れ
が
、
国
民
戦
線
協
定
（F

rente N
acional

）
で
あ
る
。

ロ
ハ
ス
の
専
制
政
治
的
傾
向
を
象
徴
す
る
事
例
と
し
て
は
、一
九
五
五
年
に
代
表
的
新
聞
で
あ
る
エ
ル
・

テ
ィ
エ
ン
ポ
の
発
行
を
停
止
し
、
言
論
の
自
由
を
制
限
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
コ
ロ
ン
ビ
ア

の
政
治
史
上
は
じ
め
て
、
共
産
党
を
非
合
法
と
宣
言
し
た
。
一
方
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
の
側
面
と
し
て
は
、

一
九
五
四
年
に
婦
人
参
政
権
を
認
め
た
。

コ
ロ
ン
ビ
ア
の
独
立
後
二
〇
〇
年
の
歴
史
の
な
か
で
ロ
ハ
ス
は
、
シ
モ
ン
・
ボ
リ
ー
バ
ル
、
ラ
フ
ァ
エ

ル
・
レ
ジ
ェ
ス
と
と
も
に
数
少
な
い
専
制
政
治
家
で
あ
り
、
ま
た
、
ホ
ル
ヘ
・
エ
リ
エ
セ
ル
・
ガ
イ
タ
ン

と
と
も
に
数
少
な
い
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
（
大
統
領
と
し
て
は
唯
一
）
で
あ
る
。
一
九
五
七
年
、
企
業
部
門
と

専
門
職
階
層
が
共
同
し
て
ゼ
ネ
ス
ト
を
呼
び
か
け
た
の
を
契
機
と
し
て
、
軍
の
幹
部
は
ロ
ハ
ス
に
退
陣
を

迫
り
、
ロ
ハ
ス
は
国
外
に
亡
命
し
た
。
ロ
ハ
ス
の
残
任
期
は
軍
が
政
権
を
担
当
し
、
一
九
五
八
年
の
大
統
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領
選
挙
で
保
守
党
の
ア
ル
ベ
ル
ト
・
ジ
ェ
ラ
ス
・
カ
マ
ル
ゴ
が
当
選
し
た
。
以
後
一
六
年
間
、
保
守
党
と

自
由
党
で
交
互
に
大
統
領
を
出
す
国
民
戦
線
協
定
に
よ
る
政
権
が
一
九
五
八
年
か
ら
一
九
七
四
年
ま
で
続

く
。国

民
戦
線
協
定
の
時
代

一
世
紀
以
上
続
い
た
二
大
政
党
の
歴
史
に
大
転
換
を
も
た
ら
し
た
国
民
戦
線
協
定
創
設
の
背
景
と
し
て

は
、
キ
ュ
ー
バ
に
お
い
て
共
産
主
義
ゲ
リ
ラ
に
よ
る
革
命
運
動
が
激
化
（
キ
ュ
ー
バ
革
命
は
一
九
五
九
年
）

す
る
な
ど
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
に
お
い
て
左
翼
革
命
の
動
き
が
高
ま
る
情
勢
が
あ
っ
た
。二
大
政
党
は
、

ラ
・
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
暴
動
が
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
お
い
て
階
級
闘
争
化
し
左
傾
化
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
ビ

オ
レ
ン
シ
ア
を
終
結
さ
せ
る
た
め
に
長
年
に
わ
た
る
敵
対
関
係
を
解
消
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
政
権

の
交
代
制
と
公
職
（
選
挙
ポ
ス
ト
お
よ
び
任
命
ポ
ス
ト
）
の
完
全
平
等
な
割
り
当
て
を
柱
と
す
る
国
民
戦
線

協
定
は
国
民
投
票
に
か
け
ら
れ
、
そ
の
結
果
九
〇
％
以
上
の
賛
成
を
得
て
成
立
し
た
。
こ
の
圧
倒
的
な
国

民
の
支
持
は
、
一
〇
年
以
上
に
わ
た
る
ラ
・
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
歴
史
に
国
民
が
一
日
も
早
く
終
止
符
を
打

ち
た
い
と
強
く
希
望
し
て
い
た
こ
と
を
如
実
に
表
し
て
い
る
。

国
民
戦
線
協
定
政
府
は
、
所
期
の
目
標
で
あ
る
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
収
拾
の
手
法
と
し
て
、
自
主
的
に
武

装
を
解
除
し
た
グ
ル
ー
プ
に
対
し
て
は
特
赦
を
実
施
す
る
一
方
、
反
政
府
的
抵
抗
を
継
続
す
る
グ
ル
ー
プ
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に
対
し
て
は
軍
を
投
入
し
て
制
圧
す
る
と
い
う
戦
略
の
組
み
合
わ
せ
で
成
果
を
上
げ
た
。
国
民
戦
線
協
定

を
も
っ
て
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
お
け
る
政
治
的
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
歴
史
は
幕
を
閉
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ラ
・
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
時
代
の
死
者
数
に
つ
い
て
は
、
一
〇
万
人
か
ら
二
〇
万
人
ま
で
そ
の
推
計
に

大
き
な
幅
が
あ
る
。
二
〇
万
人
と
い
う
数
字
は
、
ヘ
ル
マ
ン
・
グ
ス
マ
ン
の
著
書
（La V

iolencia en 

C
olom

bia, 1962

）
に
出
て
く
る
も
の
で
あ
る
が
、
何
ら
具
体
的
根
拠
が
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
過
大
で
あ

る
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
表
５
は
パ
ウ
ル
・
オ
キ
ス
ト
の
推
計
で
あ
る
が
、
マ
ル
コ
ム
・
デ
ア
ス
は
、

こ
の
推
計
は
約
二
〇
％
過
大
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
デ
ア
ス
の
推
計
に
よ
れ
ば
、
ラ
・
ビ
オ
レ
ン
シ
ア

の
犠
牲
者
数
は
約
一
四
万
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
一
〇
万
人
か
ら
二
〇
万
人
と
い
う
死
者
数
は

一
九
五
一
年
の
国
勢
調
査
の
人
口
（
一
一
五
四
万
八
〇
〇
〇
人
）
か
ら
推
計
す
る
と
、
人
口
の
〇・八
七
％

か
ら
一・七
％
に
相
当
す
る
規
模
で
あ
る
。

逆
説
的
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
多
く
の
死
者
を
出
し
た
社
会
情
勢
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
九
四
五

年
か
ら
一
九
五
五
年
ま
で
の
平
均
経
済
成
長
率
は
五
％
で
あ
り
、
と
く
に
工
業
生
産
の
平
均
成
長
率
は

九
％
に
達
し
、
経
済
は
順
調
で
あ
っ
た
。
保
守
党
政
権
は
経
済
政
策
と
し
て
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
国
連

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
経
済
委
員
会
（
Ｅ
Ｃ
Ｌ
Ａ
Ｃ
）
が
プ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
＝
シ
ン
ガ
ー
命
題
（
工
業
製
品
を
輸
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出
す
る
先
進
国
に
対
す
る
第
一
次
産
品
を
輸

出
す
る
発
展
途
上
国
の
交
易
条
件
は
構
造
的

悪
化
を
辿
る
）
に
基
づ
き
提
言
し
た
輸
入

代
替
工
業
化
政
策
を
採
用
し
、
積
極
的
に

外
国
資
本
の
導
入
を
図
っ
た
。
コ
ロ
ン
ビ

ア
は
、
他
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
と
異

な
り
、
経
済
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
強
く
な

く
、
親
外
国
資
本
の
伝
統
を
維
持
し
た
。

一
方
、
地
方
に
お
け
る
ビ
オ
レ
ン
シ
ア

の
激
し
さ
を
反
映
し
て
農
村
部
か
ら
都

市
へ
の
人
口
の
大
移
動
が
生
じ
、
都
市

人
口
割
合
は
、
一
九
三
八
年
に
三
一
％

で
あ
っ
た
も
の
が
、
一
九
五
一
年
に

三
九
％
、
一
九
六
四
年
に
五
二
％
へ
と
上

昇
し
た
。

表5　ラ・ビオレンシアの死者数の推移
（単位：人）

年 政　権 死者数 累　計
1946～ 1947 オスピナ（保守） 13,968 13,968

1948 43,557 57,525

1949 18,519 76,044

1950 ゴメス（保守） 50,253 126,297

1951 10,319 136,616

1952 13,250 149,866

1953 ロハス（軍事） 8,650 158,516

1954 900 159,416

1955 1,013 160,429

1956 11,136 171,565

1957 パリス（軍事） 2,877 174,442

1958 ジェラス（国民戦線自由） 3,796

1959 2,550

1960 2,557

1961 3,173

1962 バレンシア（国民戦線保守） 2,370

1963 1,711

出所：Paul Oquist, Violencia, conflicto y política en Colombia, 1978



108

第
二
次
大
戦
後
の
政
治
史
を
顧
み
る
と
、
ラ
・
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
発
生
と
そ
の
後
の
国
民
戦
線
協
定
へ

の
過
程
は
、
従
来
の
二
大
政
党
政
治
が
国
民
の
ニ
ー
ズ
を
汲
み
取
る
と
い
う
役
割
を
果
た
せ
な
く
な
っ
た

こ
と
と
、
既
存
の
政
党
が
組
織
防
衛
に
走
っ
た
こ
と
を
象
徴
し
て
お
り
、
そ
の
後
の
ゲ
リ
ラ
組
織
の
出
現

を
招
き
、
ま
た
政
治
改
革
の
必
要
性
を
国
民
に
認
識
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

四　

コ
ロ
ン
ビ
ア
の
政
治
史
の
特
質

コ
ロ
ン
ビ
ア
政
治
史
の
特
質

こ
れ
ま
で
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
お
け
る
二
大
政
党
制
の
歴
史
と
政
治
的
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
を
年
代
史
的
に
回

顧
し
て
き
た
。
政
治
的
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
現
象
面
に
着
目
し
て
、
そ
の
頻
度
、
規
模
、
お
よ
び
個
別
の
事

件
の
残
虐
性
な
ど
の
み
を
綴
っ
て
い
け
ば
、
日
本
で
出
版
さ
れ
て
い
る
多
く
の
本
の
よ
う
に
暗
い
悲
惨
な

暴
動
史
と
な
る
。
一
方
で
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
政
治
史
に
は
、
伝
統
的
に
個
人
の
自
由
を
尊
重
し
で
き
る

だ
け
政
府
の
権
限
を
小
さ
く
す
る
自
由
主
義
の
思
想
と
投
票
に
よ
り
政
権
を
決
め
る
民
主
主
義
の
習
慣
が

一
九
世
紀
前
半
か
ら
定
着
し
て
い
た
事
実
が
あ
り
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
政
治
的
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
を
眺
め
る
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と
、
そ
の
風
景
や
意
味
が
違
っ
て
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
江
戸
時
代
の
末
期
、
ペ
リ
ー
提
督
が

黒
船
で
浦
賀
沖
に
や
っ
て
き
た
一
八
五
三
年
に
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
で
は
、
か
つ
て
奴
隷
で
あ
っ
た
人
間
も
含

め
て
男
子
の
普
通
選
挙
制
度
が
導
入
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
伝
統
的
に
軍
隊
の
規
模
を
抑
え
て
き
た
こ
と

も
特
徴
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
ラ
・
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
時
代
の
一
九
四
八
年
当
時
の
兵
隊
数
は
、
わ
ず
か
一
万

人
（
人
口
一
〇
〇
〇
人
当
た
り
約
〇・八
七
人
）
で
あ
り
、
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
が
多
発
し
た
地
方
農
村
部
に
は

ほ
と
ん
ど
警
察
が
配
置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
、
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
の
鎮
圧
に
時
間
が
か
か
っ

た
要
因
と
し
て
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
こ
で
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
政
治
史
の
特
質
に
つ
い
て
、
述
べ
て
み
た
い
。

第
一
は
、
他
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
政
治
史
と
比
較
し
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
と
し
て
、
専
制
政

治
に
対
す
る
強
い
拒
否
反
応
が
存
在
し
た
こ
と
で
あ
る
。
一
九
世
紀
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
政
治

に
は
、
カ
ウ
デ
ィ
ー
ジ
ョ
（C

audillo

）
と
呼
ば
れ
る
政
治
ボ
ス
が
多
く
登
場
す
る
が
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
に

は
カ
ウ
デ
ィ
ー
ジ
ョ
の
歴
史
が
存
在
し
な
い
。
カ
ウ
デ
ィ
ー
ジ
ョ
と
は
、
多
く
の
場
合
政
治
的
野
心
を

持
ち
、
カ
リ
ス
マ
的
な
能
力
を
有
す
る
人
物
が
、
私
的
な
軍
事
力
を
備
え
、
個
人
的
な
人
間
関
係
の
な

か
で
子
分
と
結
ば
れ
、
家
父
長
的
な
権
威
に
よ
り
政
治
を
支
配
し
た
独
裁
者
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ベ
ネ

ズ
エ
ラ
の
ホ
セ
・
ア
ン
ト
ニ
オ
・
パ
エ
ス
（
一
八
三
〇
年
〜
一
八
三
五
年
、
一
八
三
九
年
〜
一
八
四
三
年
、
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一
八
六
一
年
〜
一
八
六
三
年
大
統
領
在
職
）、
パ
ラ
グ
ア
イ
の
ガ
ス
パ
ル
・
ロ
ド
リ
ゲ
ス
・
デ
・
フ
ラ
ン
シ

ア（
一
八
一
一
年
〜
一
八
四
〇
年
在
職
）、ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
フ
ァ
ン 

・ 

マ
ヌ
エ
ル 

・ 

デ 

・ 

ロ
サ
ス（
一
八
二
九

年
〜
一
八
五
二
年
在
職
）、
メ
キ
シ
コ
の
ポ
ル
フ
ィ
リ
オ
・
デ
ィ
ア
ス
（
一
八
七
六
年
〜
一
九
一
〇
年
在
職
）

な
ど
が
典
型
で
あ
る
。

歴
史
的
に
専
制
政
治
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
の
特
殊
性
を
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
国
民
性
の

ひ
と
つ
の
美
徳
と
し
て
認
識
す
る
知
識
人
が
多
い
。
元
大
統
領
の
ラ
フ
ァ
エ
ル
・
ヌ
ニ
ェ
ス
は
、
カ
ウ

デ
ィ
ー
ジ
ョ
専
制
に
対
す
る
反
感
を
称
賛
し
て
、「
あ
の
輝
か
し
い
ボ
リ
ー
バ
ル
で
さ
え
、
権
力
の
絶
対

的
所
有
者
で
あ
る
べ
き
〝
国
民
の
力
〞
と
い
う
測
り
知
れ
な
い
力
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
カ
ウ
デ
ィ
ー
ジ
ョ
的
支
配
に
対
す
る
反
感
は
、
国
民
に
よ
る
統
治
と
い
う
政
治

制
度
の
対
極
で
あ
り
、暴
君
的
な
実
体
で
あ
る〝
軍
国
主
義
〞を
排
除
す
る
作
用
を
果
た
し
た
と
い
う
。従
っ

て
、コ
ロ
ン
ビ
ア
に
は
、他
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
に
共
通
す
る
よ
う
な
専
制
政
治
、カ
ウ
デ
ィ
ー
ジ
ョ

独
裁
政
治
、
軍
事
独
裁
政
治
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
政
治
が
な
い
。

エ
ド
ゥ
ア
ル
ド
・
ポ
サ
ー
ダ
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
は
、
カ
ウ
デ
ィ
ー
ジ
ョ
的
な
個
人
の
権
威
を
法
律
と

い
う
非
個
人
的
な
権
威
に
置
き
換
え
る
伝
統
が
あ
り
、
そ
の
ル
ー
ツ
は
、
一
八
三
二
年
に
大
統
領
に
就
任

し
た
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
デ
・
パ
ウ
ラ
・
サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
は
、
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法
律
の
二
つ
の
意
義
と
し
て
「（
法
は
）
わ
れ
わ
れ
に
、専
断
に
陥
る
傾
向
の
あ
る
権
力
を
抑
制
す
る
た
め
、

お
よ
び
、個
人
の
権
利
を
侵
害
し
よ
う
と
す
る
権
力
の
行
使
を
制
止
す
る
た
め
の
手
段
を
与
え
て
く
れ
る
」

と
述
べ
て
い
る
（P

osada, p.274

）。
シ
モ
ン
・
ボ
リ
ー
バ
ル
が
、
サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
を
「
法
治
主
義
者
」

と
呼
ん
で
か
ら
か
っ
た
由
縁
の
思
想
で
あ
る（
注
）。

（
注
）
筆
者
は
ア
メ
リ
カ
大
陸
で
最
も
古
い
雑
誌
『
ク
ロ
モ
ス
』
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
た
際
、
一
緒
に
写

真
を
撮
り
た
い
人
物
は
誰
か
と
い
う
質
問
に
対
し
、「
第
一
は
、
既
に
写
真
は
持
っ
て
い
る
が
ウ
リ
ベ
大

統
領
、
第
二
は
、
サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
元
大
統
領
」
と
答
え
た
と
こ
ろ
、
サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
の
末
裔
で
あ

る
セ
シ
リ
ア
・
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
・
デ
・
パ
ジ
ー
ニ
「
サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
協
会
」
会
長
よ
り
、
サ
ン
タ

ン
デ
ー
ル
に
関
す
る
本
が
送
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
、
多
く
の
友
人
か
ら
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
を
よ
く
理
解
し

て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
と
い
う
感
謝
の
言
葉
を
い
た
だ
い
た
。

筆
者
が
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
勤
務
し
て
い
た
間
に
も
、
こ
の
専
制
政
治
に
対
す
る
伝
統
的
拒
否
反
応
が
政
治

シ
ス
テ
ム
の
な
か
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
と
し
て
生
き
続
け
て
い
る
こ
と
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
政
治
問
題
が
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
ア
ル
バ
ロ
・
ウ
リ
ベ
・
ベ
レ
ス
大
統
領
の
三
選
問
題
で
あ
る
。
筆
者
の
着
任
時
は
同
大
統
領
の

二
期
目
、
二
〇
〇
六
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
ま
で
の
任
期
（
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
一
九
九
一
年
憲
法
は
大
統
領
の
再

選
を
禁
じ
て
い
た
が
、
ウ
リ
ベ
の
高
い
支
持
率
に
よ
り
二
〇
〇
五
年
に
憲
法
改
正
を
行
い
、
一
回
に
限
り
再
選
を
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可
能
と
し
た
）
に
当
た
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
同
大
統
領
は
引
き
続
き
平
均
八
〇
％
と
い
う
高
い
支
持
率

を
維
持
し
て
お
り
、
二
〇
〇
九
年
頃
か
ら
国
民
の
発
議
に
よ
る
三
選
を
可
能
に
す
る
た
め
の
憲
法
改
正
論

議
が
出
始
め
て
き
た
。
ウ
リ
ベ
大
統
領
は
三
選
に
意
欲
を
示
し
た
が
、
こ
の
憲
法
改
正
の
是
非
を
問
う
国

民
投
票
法
案
に
つ
い
て
、
憲
法
裁
判
所
は
、
特
定
の
政
治
家
が
長
く
大
統
領
の
ポ
ス
ト
に
就
く
こ
と
は
、

民
主
主
義
の
精
神
か
ら
許
さ
れ
な
い
と
判
旨
し
法
案
を
違
憲
で
あ
る
と
し
て
三
選
を
阻
止
し
た
の
で
あ

る（
注
）。
歴
史
的
に
終
身
大
統
領
を
狙
っ
て
失
敗
し
た
専
制
政
治
家
が
何
度
も
出
現
し
た
が
、
議
会
の
反
対
や

投
票
に
よ
り
、あ
る
い
は
軍
の
圧
力
に
よ
っ
て
、ラ
フ
ァ
エ
ル 

・ 

レ
ジ
ェ
ス
（
一
九
〇
四
年
〜
一
九
〇
九
年
、

保
守
党
）
や
グ
ス
タ
ボ
・
ロ
ハ
ス
・
ピ
ニ
ー
ジ
ャ
（
一
九
五
三
年
〜
一
九
五
七
年
、
軍
事
政
権
）
の
専
制
政

治
家
へ
の
野
望
を
阻
止
し
て
き
た
。

（
注
）
憲
法
裁
判
所
は
、
憲
法
改
正
案
、
法
律
案
、
条
約
案
、
非
常
事
態
時
の
大
統
領
に
よ
る
立
法
政
令
な
ど

の
合
憲
性
を
審
査
す
る
機
関
と
し
て
、
一
九
九
一
年
憲
法
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
新
し
い
司
法
組
織
で
あ

る
。
筆
者
の
常
識
で
は
、
大
統
領
の
三
選
を
認
め
る
か
ど
う
か
を
問
う
国
民
投
票
法
案
に
対
し
、
日
本

の
裁
判
所
で
あ
れ
ば
お
そ
ら
く
国
家
の
統
治
問
題
と
し
て
合
憲
性
の
判
断
に
踏
み
込
む
こ
と
は
な
い
の

で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
が
、コ
ロ
ン
ビ
ア
の
憲
法
裁
判
所
は
、民
主
主
義
の
本
旨
に
つ
い
て
説
い
た
後
、

憲
法
が
大
統
領
の
任
期
を
定
め
て
い
る
理
由
が
一
人
の
政
治
家
が
長
く
大
統
領
を
務
め
る
こ
と
を
禁
ず
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る
趣
旨
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
三
選
は
憲
法
に
反
す
る
行
為
で
あ
る
と
勇
気
あ
る
判
断
を
示
し
た
。
そ
の

背
後
に
は
、
大
統
領
が
行
政
府
か
ら
独
立
し
た
機
関
の
長
（
例
え
ば
最
高
裁
の
判
事
、
中
央
銀
行
総
裁
、

検
事
総
長
な
ど
）
の
任
命
な
い
し
推
薦
権
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
統
領
の
任
期
が
長
く
な
れ
ば
、
独
立

し
た
機
関
の
長
が
す
べ
て
大
統
領
の
息
の
か
か
っ
た
人
物
に
な
り
、
権
力
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
が
果
た
せ

な
く
な
る
と
い
う
考
慮
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

第
二
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
お
い
て
は
、
ご
く
短
期
間
の
例
外
を
除
き
歴
史
的
に
言
論
の
自
由
が
確
固
と

し
て
存
在
し
た
こ
と
で
あ
る
。
サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
大
統
領
の
功
績
と
さ
れ
て
い
る
が
、
政
府
に
対
す
る
自

由
な
批
判
、
攻
撃
に
対
し
て
新
聞
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
反
論
す
る
こ
と
が
習
慣
化
し
て
お
り
こ
れ

が
二
大
政
党
の
も
と
で
そ
れ
ぞ
れ
の
主
義
主
張
を
国
民
に
訴
え
政
権
獲
得
を
争
う
論
争
の
場
と
な
っ
た
。

一
八
六
三
年
憲
法
に
お
い
て
、
出
版
の
自
由
が
保
障
さ
れ
、
多
く
の
新
聞
社
が
設
立
さ
れ
た
。
現
在
発
行

さ
れ
て
い
る
新
聞
で
古
い
も
の
を
例
示
す
る
と
、
例
え
ば
、
エ
ル
・
エ
ス
ペ
ク
タ
ド
ー
ル
紙
が
一
八
八
七

年
創
刊
、
エ
ル
・
テ
ィ
エ
ン
ポ
紙
が
一
九
一
一
年
創
刊
と
、
一
世
紀
を
超
え
る
歴
史
を
誇
っ
て
い
る
。

従
っ
て
、
政
治
的
ビ
オ
レ
ン
シ
ア
は
、
言
論
の
自
由
の
欠
如
の
も
と
で
発
生
し
た
の
で
は
な
く
、
逆
に

野
党
に
よ
る
政
府
に
対
す
る
厳
し
い
批
判
の
も
と
で
発
生
し
て
い
る
。
エ
ド
ゥ
ア
ル
ド
・
ポ
サ
ー
ダ
は
、

一
九
二
九
年
に
駐
コ
ロ
ン
ビ
ア 

・ 

ボ
リ
ビ
ア
大
使
が
述
べ
た
次
の
よ
う
な
感
想
を
紹
介
し
て
い
る
。「
こ
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の
国
の
新
聞
を
読
む
こ
と
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
大
統
領
に
対
し
て
、
ど
こ
ま
で
強
烈
な
攻
撃
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
か
を
知
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
」、「
大
統
領
の
行
動
を
非
難
す
る
た
め
に
新
聞
が
最
強
の
舌

鋒
を
用
い
る
国
は
、
自
由
な
国
で
あ
る
」（P

osada, p.128

）。
政
府
に
対
す
る
反
政
府
派
の
武
装
蜂
起
が

あ
る
国
で
は
、
政
府
に
よ
る
野
党
の
弾
圧
、
言
論
の
統
制
な
ど
が
行
わ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
コ
ロ

ン
ビ
ア
に
お
い
て
は
、
一
部
の
例
外
を
除
き
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
起
き
な
か
っ
た
。

第
三
は
、
極
め
て
民
主
主
義
的
な
手
続
き
を
経
て
約
一
〇
〇
年
ぶ
り
に
抜
本
的
に
改
正
さ
れ
た

一
九
九
一
年
憲
法
の
制
定
で
あ
る
。
こ
の
制
定
過
程
に
つ
い
て
、
詳
し
く
説
明
す
る
こ
と
と
す
る
。

自
由
党
の
セ
サ
ル 
・ 
ガ
ビ
リ
ア（C

ésar A
ugusto G

aviria Trujillo 

一
九
九
〇
年
〜
一
九
九
四
年
在
職
）は
、

一
九
九
〇
年
八
月
七
日
に
大
統
領
に
就
任
す
る
と
、
直
ち
に
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
踏
ま

え
、
四
つ
の
挑
戦
を
決
定
し
た
。

第
一
は
、
経
済
改
革
と
経
済
の
近
代
化
で
あ
る
。

第
二
は
、
政
治
制
度
の
改
革
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
拡
充
と
地
方
政
治
ボ
ス
の
力
を

弱
め
る
こ
と
で
あ
る
。

第
三
は
、
麻
薬
マ
フ
ィ
ア
、
と
く
に
メ
デ
ジ
ン
・
カ
ル
テ
ル
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
を
司
法
で
裁
く
こ
と
で

あ
る
。
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第
四
は
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
活
動
し
て
い
る
各
種
の
ゲ
リ
ラ
組
織
と
和
平
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
で

あ
る
。

ガ
ビ
リ
ア
の
改
革
の
特
徴
は
、
こ
れ
ら
四
つ
の
挑
戦
を
周
到
に
事
前
の
準
備
を
行
っ
た
う
え
で
同
時
に

実
施
し
た
こ
と
で
あ
る
。

一
九
九
一
年
憲
法

ガ
ビ
リ
ア
大
統
領
が
最
初
に
挑
戦
し
た
の
は
、
一
八
八
六
年
憲
法
の
全
面
改
正
で
あ
っ
た
。
ガ
ビ

リ
ア
は
、
国
民
戦
線
協
定
の
負
の
遺
産
を
撤
廃
す
る
に
は
憲
法
改
正
以
外
に
方
法
が
な
い
と
確
信
し
、

一
九
八
八
年
バ
ル
コ
政
権
の
内
務
大
臣
と
し
て
憲
法
改
正
に
精
力
を
注
い
だ
が
、
一
八
八
六
年
憲
法
が
、

そ
の
改
正
手
続
を
国
会
の
発
議
に
限
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
最
高
裁
判
所
は
、
政
府
提
案
に
よ
る
改
正
を

違
憲
と
判
旨
し
、
失
敗
し
た
経
緯
が
あ
る
。
当
時
の
国
会
の
状
況
は
、
保
守
党
が
憲
法
改
正
に
消
極
的
で

あ
っ
た
（
一
八
八
六
年
憲
法
は
、
保
守
党
が
制
定
し
た
憲
法
）
た
め
、
国
会
の
発
議
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
ガ
ビ
リ
ア
は
、
就
任
直
後
の
八
月
二
四
日
、
憲
法
制
定
会
議
に
関
す
る
大
統
領
の
立
法
政
令
を

公
布
し
、
憲
法
制
定
会
議
と
い
う
形
式
を
提
案
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
最
高
裁
判
所
は
、
最
終
的
妥
協

と
し
て
大
統
領
の
立
法
政
令
の
一
部
を
否
認
し
た
も
の
の
憲
法
制
定
会
議
に
よ
り
憲
法
を
改
正
す
る
こ
と
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を
合
憲
と
認
め
大
改
正
作
業
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。

ガ
ビ
リ
ア
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
ゲ
リ
ラ
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
こ
の
憲
法
制
定
会
議
に
ゲ
リ
ラ
組

織
が
参
加
す
る
よ
う
に
呼
び
か
け
を
行
い
、
Ｆ
Ａ
Ｒ
Ｃ
と
Ｅ
Ｌ
Ｎ
は
こ
れ
を
拒
否
し
た
が
、
既
に
武
装
解

除
を
し
て
い
た
Ｍ
─19
や
、
Ｅ
Ｐ
Ｌ
、
Ｍ
Ａ
Ｑ
Ｌ
お
よ
び
そ
の
他
の
小
規
模
グ
ル
ー
プ
は
こ
れ
を
受
け
入

れ
た
。

一
二
月
に
実
施
さ
れ
た
憲
法
制
定
会
議
の
議
員
選
挙
（
定
員
七
〇
人
）
に
お
い
て
は
、
自
由
党
二
五
人
、

民
主
行
動
Ｍ
─19
（
Ａ
Ｄ 

Ｍ
─19
）
一
九
人
、
保
守
党
か
ら
分
離
し
た
国
家
救
済
運
動
一
一
人
そ
の
他
一
五

人
と
な
っ
た
。
Ａ
Ｄ 
Ｍ
─19
は
、
元
ゲ
リ
ラ
組
織
の
Ｍ
─19
が
武
装
解
除
し
て
政
党
を
組
織
し
た
も
の
で
、

元
ゲ
リ
ラ
メ
ン
バ
ー
が
議
員
定
数
の
二
七
％
を
占
め
た
こ
と
は
誰
も
予
想
し
な
か
っ
た
結
果
で
あ
っ
た
。

他
の
元
ゲ
リ
ラ
組
織
の
メ
ン
バ
ー
は
、議
決
権
は
な
か
っ
た
が
発
言
権
を
与
え
ら
れ
て
議
論
に
参
加
し
た
。

憲
法
制
定
会
議
は
、
自
由
党
か
ら
オ
ラ
シ
オ 

・ 

セ
ル
パ
、
Ａ
Ｄ 

Ｍ
─19
か
ら
ア
ン
ト
ニ
オ 

・ 

ナ
バ
ロ
・
ウ
ォ

ル
フ
、
保
守
党
右
派
か
ら
ア
ル
バ
ロ
・
ゴ
メ
ス
・
ウ
ル
タ
ー
ド
の
三
人
の
共
同
議
長
に
よ
り
運
営
さ
れ
、

実
際
の
会
議
に
お
い
て
は
ナ
バ
ロ
・
ウ
ォ
ル
フ
が
決
定
的
な
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
執
っ
た
と
い
わ
れ
て
い

る
。憲

法
制
定
会
議
は
、
一
九
九
一
年
二
月
五
日
か
ら
審
議
を
始
め
、
同
年
七
月
四
日
、
本
則
三
八
〇
カ
条
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か
ら
成
る
新
憲
法
が
施
行
さ
れ
た
。
一
九
九
一
年
憲
法
は
、
一
八
八
六
年
憲
法
か
ら
起
算
し
て
約
一
〇
〇

年
ぶ
り
の
全
面
改
正
で
あ
り
、
そ
の
見
直
し
は
広
範
に
及
ん
だ
が
、
こ
こ
で
は
ガ
ビ
リ
ア
政
権
の
四
つ
の

挑
戦
に
主
と
し
て
焦
点
を
当
て
て
、
そ
の
特
徴
を
列
挙
し
て
み
た
い
。

ガ
ビ
リ
ア
政
権

（
１
）
政
治
シ
ス
テ
ム
の
改
革

ま
ず
、
政
党
要
件
を
得
票
数
五
万
票
以
上
ま
た
は
下
院
の
議
席
を
確
保
し
た
場
合
に
緩
和
し
、
一
五
〇

年
以
上
続
い
た
二
大
政
党
制
の
解
消
を
図
っ
た
。

次
に
、
司
法
権
の
強
化
の
た
め
、
刑
事
事
件
の
捜
査
、
起
訴
な
ど
を
行
う
行
政
上
お
よ
び
予
算
上
の
独

立
権
を
有
す
る
検
察
総
庁
を
創
設
す
る
と
と
も
に
、
普
通
裁
判
所
の
他
に
行
政
事
件
を
担
当
す
る
行
政
裁

判
所
と
憲
法
の
条
文
の
解
釈
お
よ
び
適
合
性
を
担
当
す
る
憲
法
裁
判
所
を
創
設
し
た
。

さ
ら
に
、
地
方
公
共
団
体
の
権
限
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
県
知
事
の
公
選
制
を
導
入
（
市
町
村
長
の

公
選
制
は
一
九
八
六
年
に
導
入
済
）
し
た
。
ま
た
、
県
、
市
町
村
が
所
掌
す
べ
き
事
務
に
要
す
る
財
源
を
措

置
す
る
た
め
の
一
般
分
与
制
度
（
地
方
交
付
税
に
相
当
）
を
創
設
し
、
地
方
自
治
の
強
化
を
財
政
面
か
ら

担
保
し
た
。
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（
２
）
経
済
改
革

経
済
改
革
は
ほ
と
ん
ど
法
律
事
項
で
あ
り
、
憲
法
制
定
会
議
が
議
論
し
て
い
る
間
に
新
自
由
主
義
と
呼

ば
れ
る
市
場
主
義
的
大
改
革
が
徹
底
的
に
行
わ
れ
た
。

憲
法
事
項
と
し
て
は
、
中
央
銀
行
で
あ
る
共
和
国
銀
行
の
独
立
性
を
定
め
、
そ
の
目
的
と
し
て
「
通
貨

の
購
買
力
の
維
持
」
す
な
わ
ち
通
貨
価
値
の
安
定
を
定
め
た
。
ま
た
、
財
政
に
つ
い
て
、
大
統
領
は
就
任

後
六
カ
月
以
内
に
、
中
期
の
経
済
運
営
の
方
針
と
公
共
投
資
計
画
か
ら
成
る
国
家
開
発
計
画
を
策
定
し
て

国
会
に
提
出
し
、
毎
年
度
の
予
算
は
、
こ
の
国
家
開
発
計
画
に
対
応
し
た
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
を
定
め
た
。
さ
ら
に
、
国
か
ら
地
方
へ
の
財
源
の
一
般
分
与
制
度
を
創
設
し
、
こ
の
財
源
は
、
教
育

と
医
療
に
優
先
的
に
充
て
ら
れ
、
そ
の
額
は
過
去
四
年
間
の
国
の
経
常
歳
入
の
伸
び
率
の
平
均
と
同
率
以

上
で
増
額
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
定
め
た
。

（
３
）
麻
薬
マ
フ
ィ
ア
対
策

後
述
す
る
よ
う
に
バ
ル
コ
政
権
は
、
一
九
八
九
年
八
月
の
ル
イ
ス
・
カ
ル
ロ
ス
・
ガ
ラ
ン
の
暗
殺
後
メ

デ
ジ
ン
・
カ
ル
テ
ル
に
宣
戦
布
告
し
、
二
四
人
の
メ
デ
ジ
ン
・
カ
ル
テ
ル
メ
ン
バ
ー
を
米
国
に
引
き
渡
し

た
。
麻
薬
密
売
メ
ン
バ
ー
に
と
っ
て
米
国
へ
の
引
き
渡
し
は
死
刑
よ
り
も
忌
避
す
べ
き
処
遇
と
考
え
ら
れ

て
い
た
の
で
、
ガ
ビ
リ
ア
大
統
領
は
メ
デ
ジ
ン
・
カ
ル
テ
ル
と
交
渉
し
、
刑
期
の
三
分
の
一
へ
の
短
縮
と
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外
国
引
き
渡
し
の
廃
止
を
憲
法
で
定
め
る
こ
と
を
条
件
に
幹
部
の
自
首
を
取
り
引
き
し
た
。

憲
法
第
三
五
条
は
「
生
来
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
国
民
の
外
国
へ
の
引
き
渡
し
は
禁
止
す
る
。（
中
略
）
外
国

に
お
い
て
、
国
内
法
に
お
い
て
も
犯
罪
と
さ
れ
る
行
為
を
犯
し
た
コ
ロ
ン
ビ
ア
国
民
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
に

お
い
て
起
訴
さ
れ
裁
判
さ
れ
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
パ
ブ
ロ
・
エ
ス
コ
バ
ル
な
ど
の

メ
デ
ジ
ン
・
カ
ル
テ
ル
の
幹
部
は
、
新
憲
法
施
行
直
前
の
一
九
九
一
年
六
月
に
自
主
的
に
投
降
し
、
メ
デ

ジ
ン
・
カ
ル
テ
ル
を
壊
滅
す
る
目
的
を
達
成
し
た
。

（
４
）
ゲ
リ
ラ
組
織
と
の
和
平

憲
法
の
本
則
に
お
い
て
、
ゲ
リ
ラ
組
織
と
の
和
平
に
直
接
関
連
す
る
規
定
は
な
い
が
、
附
則
に
お
い
て

特
別
の
措
置
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

第
一
は
、
附
則
第
一
二
条
で
、
政
府
の
指
示
の
も
と
で
和
平
プ
ロ
セ
ス
に
確
実
に
加
入
し
た
ゲ
リ
ラ
グ

ル
ー
プ
の
市
民
生
活
へ
の
復
帰
を
容
易
に
す
る
た
め
、
政
府
は
、
一
九
九
一
年
一
〇
月
二
七
日
に
実
施
さ

れ
る
国
会
議
員
選
挙
に
お
い
て
、
一
回
限
り
の
措
置
と
し
て
和
平
特
別
選
挙
区
を
設
け
る
、
ま
た
は
和
平

プ
ロ
セ
ス
に
加
入
し
か
つ
動
員
解
除
し
た
ゲ
リ
ラ
グ
ル
ー
プ
の
代
表
を
一
回
限
り
の
措
置
と
し
て
上
・
下

両
院
に
複
数
名
直
接
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
た
。

第
二
は
、
附
則
第
一
三
条
で
、
こ
の
憲
法
施
行
後
三
年
間
は
、
政
府
は
そ
の
指
示
の
も
と
で
和
平
プ
ロ
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セ
ス
に
加
入
し
、
動
員
解
除
し
た
ゲ
リ
ラ
グ
ル
ー
プ
の
社
会
復
帰
を
容
易
に
す
る
た
め
、
ゲ
リ
ラ
グ
ル
ー

プ
が
現
に
存
在
す
る
地
域
の
経
済
、
社
会
状
態
を
改
善
す
る
た
め
、
な
ら
び
に
当
該
地
域
に
お
け
る
県
、

市
町
村
に
対
し
て
複
数
の
市
町
村
で
行
う
公
共
サ
ー
ビ
ス
お
よ
び
業
務
を
提
供
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を

命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
た
。

ま
た
、
ガ
ビ
リ
ア
大
統
領
は
、
四
〇
年
ぶ
り
に
国
防
大
臣
に
文
民
を
任
命
し
、
ゲ
リ
ラ
と
の
交
渉
の
環

境
を
整
備
し
た
が
、
Ｆ
Ａ
Ｒ
Ｃ
と
Ｅ
Ｌ
Ｎ
は
こ
れ
に
応
じ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
の
停
戦
交
渉
も

合
意
に
至
ら
な
か
っ
た
。

一
方
、
元
ゲ
リ
ラ
組
織
の
Ｍ
─19
は
憲
法
制
定
会
議
に
積
極
的
に
参
加
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、

ま
た
、
い
く
つ
か
の
ゲ
リ
ラ
組
織
が
動
員
解
除
に
応
じ
、
同
会
議
の
議
員
に
は
な
ら
な
か
っ
た
が
発
言
は

認
め
ら
れ
た
。

こ
の
結
果
、
一
九
九
一
年
憲
法
に
は
ゲ
リ
ラ
組
織
が
要
求
し
て
い
た
基
本
的
人
権
に
関
す
る
規
定
が
拡

充
強
化
さ
れ
、
例
え
ば
人
身
保
護
請
求
が
認
め
ら
れ
た
外
、
教
育
、
社
会
保
障
の
充
実
が
明
確
に
規
定
さ

れ
た
。

（
５
）
そ
の
他

一
八
八
六
年
憲
法
は
保
守
党
政
権
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
今
回
の
全
面
改
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正
は
自
由
党
政
権
に
よ
り
行
わ
れ
た
た
め
、
伝
統
的
な
両
政
党
の
主
張
の
相
異
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

第
一
は
、
信
教
の
自
由
を
拡
大
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
の
国
教
の
地
位
を
廃
止
し
た
。

第
二
は
、
死
刑
を
廃
止
し
た
。

第
三
は
、
地
方
自
治
を
強
化
し
、
過
度
の
中
央
集
権
制
を
是
正
し
た
。

こ
の
よ
う
に
シ
モ
ン
・
ボ
リ
ー
バ
ル
と
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
デ
・
パ
ウ
ラ
・
サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
以
来
の
二

つ
の
政
治
思
潮
が
二
世
紀
に
わ
た
り
脈
々
と
続
い
て
い
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
憲
法
制
定
プ
ロ
セ
ス
を
見
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
政
治
過
程
に
は
見
ら
れ

な
か
っ
た
広
範
な
国
民
階
層
の
参
加
の
も
と
で
、
議
論
を
尽
く
し
て
起
草
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
条
文
の

な
か
に
は
歴
史
的
に
少
数
派
で
あ
っ
た
元
ゲ
リ
ラ
組
織
の
主
張
も
生
か
さ
れ
て
い
て
、
二
〇
世
紀
の
憲
法

制
定
の
模
範
例
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
則
の
み
で
三
八
〇
カ
条
の
憲
法
を
わ
ず
か
五
カ

月
で
施
行
さ
せ
た
ガ
ビ
リ
ア
大
統
領
の
指
導
力
と
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
に
は
敬
服
さ
せ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
憲

法
制
定
会
議
で
共
同
議
長
を
務
め
た
元
Ｍ
─19
の
ゲ
リ
ラ
の
指
導
者
で
あ
る
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ナ
バ
ロ
・
ウ
ォ

ル
フ（
注
）の
功
績
も
極
め
て
大
き
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

（
注
） 

ナ
バ
ロ
は
現
在
南
部
の
ナ
リ
ー
ニ
ョ
県
の
知
事
を
し
て
い
る
が
、
日
本
の
「
一
村
一
品
運
動
」
を
導
入
し

て
、
コ
ー
ヒ
ー
、
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
、
パ
パ
イ
ア
な
ど
の
特
産
品
を
振
興
し
て
県
の
発
展
に
努
力
し
て
い
る
。




